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よき経営者をめざすものの団体
東法連提唱「社会貢献」一人ひとりの力は小さくても
みんなの自覚をもって一人ひとつできることから

荻窪法人会は荻窪税務署管内の法人企業の有志が集う会です
法人会は“よき経営者をめざすものの団体”がスローガンですが“地域に根ざした社会貢献”にも力を注いでいます
この荻窪法人会の広報誌はどなたでも無料購読できます
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税理士 小林誉光
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●研修委員会
●厚生事業委員会
●源泉部会
●女性部会
●厚生事業委員会
●第1ブロック
●第3ブロック
●第4ブロック
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よき経 営 者をめざすもの の 団 体   それ が 法 人 会です
正しい 税 知 識を身につけたい。もっと積 極 的な経 営をめざしたい。社 会 のお役に立ちたい。そんな経 営 者 の 皆さんを支 援する
全 国 組 織 、それ が 法 人 会です。現 在 、約 8 2 万 社 の 会 員 企 業 、4 1 都 道 県に4 4 1 の 単 位 会を擁する団 体として大きく発 展して
います。あなたに 近く、社 会と広く。どこまでも人を中 心 に、さまざまな活 動を展 開する法 人 会 。税 のオピニオンリー ダ ー として
の 貢 献はもとより、会 員 の 研 鑽を支 援する各 種 の 研 修 会 、また地 域 振 興 や ボランティアなど 地 域 に 密 着した活 動を積 極 的
に行 っています。健 全な納 税 者 の 団 体 、よき経 営 者をめざすもの の 団 体  …  これ が 法 人 会です。

表紙について

善福寺公園は、武蔵野の面影を残す自然豊かな公園です。
春になると善福寺池の周囲に桜が咲き、静かな水辺とやわ
らかな花の色が美しい景観をつくります。散策路も整備さ
れ、地域の人々が季節の移ろいを感じながら花見や散歩を
楽しめる、杉並を代表する桜の名所です。
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皆
様
に
感
謝
、
優
秀
賞
受
賞

令
和
7
年
度

会
員
増
強
運
動
を
終
え
て

水
島
隆
明 

組
織
委
員
長

組
織
委
員
会

荻
窪
法
人
会
会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、日
頃
よ

り
組
織
委
員
会
の
活
動
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
、誠

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

10
月
か
ら
11
月
の
会
員
増
強
月
間
に
お
き
ま
し
て
は
、新

た
に
16
会
員
の
皆
様
に
ご
入
会
い
た
だ
き
ま
し
た
。こ
れ
に

よ
り
、年
間
目
標
67
会
員
増
強
に
対
し
、こ
れ
ま
で
に
62
会

員
の
皆
様
に
ご
入
会
い
た
だ
き
、達
成
率
は
90
％
と
な
り

ま
し
た
。ま
た
、稼
働
法
人
数
1
8
8
5
社
に
対
す
る
加

入
率
は
70
・
5
％
と
な
り
、引
き
続
き
高
い
組
織
率
を
維

持
し
て
お
り
ま
す
。ご
入
会
い
た
だ
い
た
皆
様
、そ
し
て
ご

紹
介
を
い
た
だ
い
た
会
員
の
皆
様
に
、改
め
て
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。

さ
ら
に
先
日
、全
法
連
の
組
織
委
員
会
に
お
い
て
、荻
窪

法
人
会
が
令
和
7
年
度
会
員
増
強
表
彰
の
優
秀
賞
を
受

賞
し
、そ
の
伝
達
を
受
け
ま
し
た
。こ
れ
は
純
増
8
社
が
評

価
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、全
国
的
に
会
員
数
の
減
少
傾
向

が
続
く
中
で
の
成
果
で
あ
り
ま
す
。こ
の
結
果
は
、会
員
増

強
の
み
な
ら
ず
、退
会
防
止
に
向
け
た
取
り
組
み
に
も
多

く
の
皆
様
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
賜
物
で
あ
り
、心
よ
り

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

次
年
度
に
お
き
ま
し
て
は
、本
年
度
の
成
果
を
礎
と
し
、

さ
ら
な
る
会
員
増
強
と
組
織
基
盤
の
強
化
に
努
め
て
ま
い

り
ま
す
。引
き
続
き
会
員
の
皆
様
と
と
も
に
魅
力
あ
る
法

人
会
づ
く
り
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、変
わ
ら
ぬ
ご
支

援
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

支部別加入率
（2026 年3月31日現在）

支部 稼働数 会員数 加入率

BLOCK

1
2 129 88 68.2%

3 180 110 61.1%

4 167 86 51.5%

5 68 63 92.6%

計 544 347 63.8%

BLOCK

2
6 153 96 62.7%

7 130 74 56.9%

8 210 95 45.2%

計 493 265 53.8%

BLOCK

3
11 158 97 61.4%

13 56 60 107.1%

14 114 106 93.0%

15 190 162 85.3%

計 518 425 82.0%

BLOCK

4
16 74 59 79.7%

17 77 57 74.0%

18 110 79 71.8%

19 185 114 61.6%

20 130 91 70.0%

計 576 400 69.4%

BLOCK

5
21 68 40 58.8%

22 83 84 101.2%

23 96 61 63.5%

24 129 113 87.6%

25 166 142 85.5%

計 542 440 81.2%

事務局 8

合 計 2,673 1,885 70.5%

3　



新
会
員
22
名
を
迎
え
歓
迎
会
を
開
催

交
流
と
地
域
連
携
の
さ
ら
な
る
強
化
へ

会
長
の
あ
い
さ
つ

柴
田
豊
幸 

荻
窪
法
人
会
会
長

本
日
は
ご
多
忙
の
中
、
組
織
委
員
会
主

催
の
「
新
会
員
研
修
（
歓
迎
）
会
」
に
ご
参

加
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

ま
た
本
日
は
、
ご
来
賓
と
し
て
荻
窪
税

務
署 

小
山
副
署
長
、
齋
藤
統
括
官
に
は

公
務
ご
多
用
の
と
こ
ろ
、
ご
臨
席
い
た
だ

き
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
た
び
新
し
く
荻
窪
法
人

会
に
ご
入
会
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
、
誠

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
心
よ
り
歓

迎
申
し
上
げ
ま
す
。

法
人
会
は
、「
税
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
」

と
し
て
、
正
し
い
税
知
識
の
普
及
や
納
税

意
識
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
社

会
の
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
に
活

動
し
て
お
り
ま
す
。
研
修
会
や
講
演
会
、

地
域
貢
献
活
動
、
そ
し
て
本
日
の
よ
う
な

交
流
の
場
を
通
じ
て
、
会
員
同
士
の
つ
な

が
り
を
深
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

こ
こ
荻
窪
は
、
古
く
か
ら
商
業
と
文
化

が
息
づ
く
街
で
あ
り
、
多
く
の
企
業
や
商

店
、
そ
し
て
地
域
の
皆
様
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
き
た
温
か
い
地
域
で
す
。
そ
う
し
た

地
域
の
中
で
事
業
を
営
む
私
た
ち
に
と
っ

て
、
互
い
に
学
び
合
い
、
支
え
合
う
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
は
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
い
る
と

感
じ
て
お
り
ま
す
。

本
日
の
歓
迎
会
に
は
22
名
の
新
会
員
の

皆
様
が
ご
参
加
い
た
だ
い
て
い
る
と
伺
っ
て

お
り
ま
す
。
新
会
員
の
皆
様
に
は
、
ぜ
ひ

法
人
会
の
活
動
に
積
極
的
に
ご
参
加
い
た

だ
き
、
多
く
の
仲
間
と
交
流
を
深
め
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
会
が
、

経
営
の
ヒ
ン
ト
や
新
た
な
出
会
い
、
そ
し
て

地
域
と
の
つ
な
が
り
を
広
げ
る
場
と
な
れ

ば
幸
い
で
す
。

本
日
の
研
修
（
歓
迎
）
会
が
、
新
会
員
の

皆
様
と
既
存
会
員
の
皆
様
と
の
親
睦
を
深

め
る
有
意
義
な
時
間
と
な
る
こ
と
を
心
よ

り
願
っ
て
お
り
ま
す
。

結
び
に
、
皆
様
の
今
後
ま
す
ま
す
の
ご

発
展
と
ご
健
勝
を
祈
念
申
し
上
げ
、
簡
単

で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
歓
迎
の
ご
挨
拶
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
本
日
は
誠
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

新入会員研修（歓迎）会

令和8年3月19日（木）、西武信用金庫西荻窪支店にて恒例であります組織委員会主催「新入会員研修（歓迎）会」
が行われました。来賓には荻窪税務署より小山副署長、齋藤統括官が出席されました。

毎 年 、新しく入 会した 会 員 の 方 々 の た め の 研 修 （ 歓 迎 ）会 を 開 催し、法 人 会 の 主 旨 や 活 動 の 目 的 などを 説 明して 法 人 会 へ の 理 解 を 深 め てもらいます。
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税
務
行
政
へ
の
協
力
に
謝
意

荻
窪
法
人
会
の
継
続
的
な
支
援
に
感
謝

来
賓
の
ご
あ
い
さ
つ

小
山
朋 

荻
窪
税
務
署 

副
署
長

柴
田
会
長
は
じ
め
荻
窪
法
人
会
の
皆
様
に
は
、
日

頃
か
ら
税
務
行
政
に
対
し
ま
し
て
深
い
ご
理
解
と

多
大
な
る
ご
協
力
を
賜
っ
て
お
り
、
こ
の
場
を
お
借

り
し
ま
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、

新
会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
ご
入
会
お
め
で

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
荻
窪
の
経
済
の
担
い
手
で
あ
る

皆
様
が
新
た
に
歴
史
あ
る
荻
窪
法
人
会
に
加
入
さ

れ
た
こ
と
を
荻
窪
税
務
署
と
い
た
し
ま
し
て
も
大

変
心
強
く
感
じ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
後
の
研
修
会
で
荻
窪
法
人
会
に
つ
い
て
の
ご

説
明
が
あ
る
と
伺
っ
て
い
ま
す
の
で
、
少
し
被
る
内

容
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
荻
窪
法
人
会
と

我
々
荻
窪
税
務
署
の
馴
れ
初
め
を
少
し
だ
け
お
話
し

さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
戦
後
間
も
な
い
時
期
ま
で
は

国
が
税
額
を
決
め
る
賦
課
決
定
方
式
で
し
た
が
シ
ャ

ウ
プ
勧
告
を
経
て
納
税
者
が
自
ら
計
算
し
申
告
す

る
申
告
納
税
制
度
に
移
行
し
ま
し
た
。
戦
後
の
混

乱
期
に
新
た
な
制
度
を
根
付
か
せ
る
こ
と
は
至
難

の
業
で
あ
り
ま
し
た
が
、
正
し
い
税
知
識
を
身
に

着
け
る
、
ま
た
普
及
さ
せ
よ
う
と
自
主
的
に
結
成

さ
れ
た
の
が
法
人
会
の
始
ま
り
で
す
。
こ
こ
荻
窪
に

お
い
て
は
昭
和
24
年
９
月
に
杉
並
税
務
署
か
ら
荻

窪
税
務
署
が
分
割
し
た
こ
と
を
機
に
昭
和
25
年
5

月
に
当
署
1
2
9
法
人
で
法
人
会
が
設
立
さ
れ
、

以
後
、
70
年
以
上
に
渡
り
荻
窪
法
人
会
と
我
々
荻

窪
税
務
署
は
二
人
三
脚
で
こ
の
地
の
税
制
と
い
う
イ

ン
フ
ラ
を
支
え
続
け
て
ま
い
り
ま
し
た
。

申
告
納
税
制
度
の
本
質
は
我
々
税
務
当
局
と
納

税
者
の
間
の
信
頼
に
あ
り
ま
す
。

我
々
税
務
当
局
の
使
命
は
納
税
者
の
自
発
的
な
納

税
義
務
の
履
行
を
適
正
か
つ
円
滑
に
実
現
す
る
こ
と

で
す
が
、
こ
れ
は
皆
様
の
よ
う
な
良
き
納
税
者
の

存
在
が
あ
っ
て
初
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
す
。
皆
様

が
今
回
入
会
さ
れ
た
法
人
会
は
単
に
経
営
者
の
集

ま
り
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
我
々
税
務
当
局
と
納

税
者
で
あ
る
企
業
の
間
に
立
ち
、
国
税
当
局
と
と

も
に
そ
の
実
現
を
目
指
す
、
良
き
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し

て
の
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

近
年
、
経
済
の
デ
ジ
タ
ル
化
、
国
際
化
が
進
み
、

税
務
を
取
り
巻
く
環
境
は
か
つ
て
な
い
ス
ピ
ー
ド
で

変
化
し
て
い
ま
す
。

新
会
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
歴
史
あ
る

荻
窪
法
人
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
存
分
に
活
用
さ

れ
、
こ
の
変
化
激
し
い
時
代
に
勝
ち
抜
い
て
い
た
だ

く
と
と
も
に
正
し
く
申
告
・
納
税
い
た
だ
く
こ
と

を
期
待
い
た
し
ま
す
。
我
々
荻
窪
税
務
署
と
い
た
し

ま
し
て
も
皆
様
と
の
対
話
を
大
切
に
し
な
が
ら
、

よ
り
円
滑
な
税
務
運
営
に
努
め
る
所
存
で
す
。

結
び
に
、
こ
の
度
多
数
の
新
会
員
の
皆
様
を
迎
え

ら
れ
ま
し
た
荻
窪
法
人
会
の
ま
す
ま
す
の
ご
発
展

と
、
皆
様
方
の
ご
事
業
の
ご
繁
栄
を
祈
念
い
た
し

ま
し
て
、
私
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

交
流
深
ま
る
歓
迎
の
集
い

委
員
長
の
あ
い
さ
つ

水
島
隆
明 

組
織
委
員
長

今
年
の
新
入
会
員
研
修（
歓
迎
）

会
は
、
昨
年
に
引
き
続
き
、
大

変
賑
や
か
な
歓
迎
会
と
な
り
ま
し

た
。
新
入
会
員
22
名
に
加
え
、
既

存
会
員
28
名
が
参
加
し
、
さ
ら
に

荻
窪
税
務
署
か
ら
は
小
山
副
署
長

を
は
じ
め
幹
部
の
皆
様
、
ご
来
賓

の
皆
様
に
も
ご
臨
席
い
た
だ
き
、

総
勢
58
名
で
開
催
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
会
場
に
は
西
武
信
用

金
庫
西
荻
窪
支
店
を
ご
提
供
い
た

だ
き
、
盛
会
の
う
ち
に
新
会
員
歓

迎
会
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
山
本
支
店
長
を
は
じ
め
、

西
武
信
用
金
庫
の
皆
様
に
は
多
大

な
る
ご
協
力
を
賜
り
、
心
よ
り
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

当
日
は
、
新
入
会
員
の
皆
様
に

よ
る
ご
挨
拶
と
自
社
P
R
の
時
間

を
設
け
ま
し
た
。「
地
域
の
役
に
立

つ
事
業
を
展
開
し
た
い
」「
普
段
は

一
人
で
仕
事
を
し
て
い
る
た
め
、

交
流
の
場
を
求
め
て
い
る
」
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
や
期
待
を
伺
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た

お
声
は
、
私
た
ち
荻
窪
法
人
会
が

大
切
に
し
て
い
る
方
向
性
そ
の
も

の
で
あ
り
、
今
後
も
会
員
の
皆
様

の
お
役
に
立
て
る
事
業
を
、
よ
り

一
層
充
実
さ
せ
て
い
き
た
い
と
感

じ
ま
し
た
。

研
修
会
終
了
後
の
懇
親
会
で

は
、
昨
年
に
引
き
続
き
、
リ
ス
ト

ラ
ン
テ
・
ド
ラ
マ
テ
ィ
コ
の
重
岡
様

に
ケ
ー
タ
リ
ン
グ
で
ご
協
力
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
お
い
し
い
お
食
事

を
囲
み
な
が
ら
、
会
場
の
各
所
で

交
流
の
輪
が
広
が
り
、
終
始
和
や

か
で
活
気
あ
ふ
れ
る
ひ
と
と
き
と

な
り
ま
し
た
。
時
間
の
経
過
が
惜

し
ま
れ
る
ほ
ど
の
、
実
り
多
い
歓

迎
会
と
な
り
ま
し
た
。

新 入 会 員 研 修（ 歓 迎 ）会5　



新 入 会 員 研 修（ 歓 迎 ）会

新入会員研修（歓迎）会に
出席された方々 今年も様々な職種の個性豊かな方々が入会いたしました。

ぜひ、法人会に新風を吹き込み、活発な活動を期待いたします。

第 1 ブ ロ ッ ク  第 2 支 部

株 式 会 社 洗 濯 天 国

田 村  和 明

住所 杉並区今川2-23-11
電話 3316-1987
業種 設備機器（コインランドリー機器販売・

開業支援等）

第 1 ブ ロ ッ ク  第 2 支 部

信 環 境 株 式 会 社

澁 谷  信 行

住所 杉並区下井草2-10-22
電話 6913-5409
業種 はつり・解体工事業

第 1 ブ ロ ッ ク  第 3 支 部

東 京 丸 の 内 法 律 事 務 所

田 村  伸 吾

住所 千代田区丸の内3-3-1 
新東京ビル225区

電話 090-4842-0174
業種 弁護士業

第 1 ブ ロ ッ ク  第 5 支 部

go m a k i n a .c o m
合 同 会 社

立 橋  一 史

住所 杉並区今川3-16-13
電話 090-7716-5646
業種 運輸業、情報サービス業

第 2 ブ ロ ッ ク  第 6 支 部

合 同 会 社 摘 星 舎

松 﨑  充 克

住所 杉並区桃井2-19-8-904
電話 090-8433-2372
業種 学習塾・教育・マーケティング支援

第 3 ブ ロ ッ ク  第 1 3 支 部

太 陽 生 命 保 険 株 式 会 社

佐 藤  益 巳

住所 杉並区荻窪2-29-9
電話 080-3513-3777
業種 保険業

第 3 ブ ロ ッ ク  第 1 3 支 部

株 式 会 社
S e l f- D i s c ove r y

宇 田 川  祐 美 子

住所 杉並区天沼2-5-1-103
電話 090-6704-2340
業種 不動産賃貸業・飲食店経営

第 3 ブ ロ ッ ク  第 1 4 支 部

G K 総 合 法 律 事 務 所

小 澤  亜 季 子

住所 杉並区阿佐谷南1-8-5-4F
電話 6820-5106
業種 弁護士

第 3 ブ ロ ッ ク  第 1 4 支 部

合 同 会 社 L E-T R A D E

渡 邊  郡 臣

住所 杉並区桃井2-16-24
電話 6915-0559
業種 中古カメラ中心のオンラインショップ

及び店舗での買取業

第 3 ブ ロ ッ ク  第 1 4 支 部

合 同 会 社リトルフィールド

小 野  孝 幸

住所 杉並区下井草4-9-2
電話 080-3065-7855
業種 コンサルティング業

第 3 ブ ロ ッ ク  第 1 4 支 部

I Z U M I

泉  謙 治

住所 杉並区天沼3-17-15-301
電話 090-1834-6156
業種 建設業

第 3 ブ ロ ッ ク  第 1 4 支 部

合 同 会 社クエスト

叶  祥 子

住所 杉並区高円寺南3-10-17
電話 080-3090-2327
業種 人材育成、組織開発、

ビジネスコーチング
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2026

第 3 ブ ロ ッ ク  第 1 5 支 部

株 式 会 社エイトバ ルーン

山 田  貴 則

住所 杉並区上荻1-24-18
電話 5335-9810
業種 インターネット広告事業

第 3 ブ ロ ッ ク  第 1 5 支 部

栗 村 慶 一 税 理 士 事 務 所

栗 村  慶 一

住所 杉並区上荻2-18-5
電話 6691-8395
業種 税理士

第 4 ブ ロ ッ ク  第 1 6 支 部

中 重 国 際 特 許 商 標 事 務 所

中 重  善 文

住所 杉並区西荻南2-15-18
電話 090-7170-9470
業種 弁理士事務所

第 4 ブ ロ ッ ク  第 1 7 支 部

養 正 軒 合 同 会 社

柴 崎  百 合 佳

住所 杉並区西荻南3-12-1 A8-2F
電話 3331-8308
業種 飲食業

第 4 ブ ロ ッ ク  第 1 7 支 部

角 田 佳 瑞 彰
建 築 設 計 事 務 所

角 田  佳 瑞 彰

住所 武蔵野市吉祥寺東町4-16-2
電話 0422-27-6644
業種 建築設計

第 4 ブ ロ ッ ク  第 1 8 支 部

都 民ファーストの 会  
鈴 木ゆか 後 援 会

鈴 木  由 佳

住所 荻窪4-20-18
電話 070-3527-0755
業種 政治団体

第 5 ブ ロ ッ ク  第 2 5 支 部

株 式 会 社ステイドリーム

浅 賀  啓 太

住所 千代田区神田小川町1-8-3-703
電話 5776-2593
業種 人材サービス

第 5 ブ ロ ッ ク  第 2 2 支 部

ro o M a ke 株 式 会 社

張  亨 先

住所 杉並区松庵3-40-8-201
電話 090-3735-1141
業種 インテリアコーディネート事業

第 5 ブ ロ ッ ク  第 2 4 支 部

家 樹 株 式 会 社

田 代  隆 浩

住所 千代田区三番町24-14-1F
電話 050-3628-3844
業種 家系図作成・先祖調査・

土地歴史調査

第 4 ブ ロ ッ ク  第 1 9 支 部

大 樹 生 命 保 険 株 式 会 社

笠 嶋  は な

住所 三鷹市牟礼2-8-20
電話 090-4549-4342
業種 生命保険業

小山副署長によるごあいさつ
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新 入 会 員 名 簿 令 和8年3月31日現在

支部 法人名 代表者名 所在地 電 話 業 種

第1ブロック

2 (株)洗濯天国 田村　和明 杉並区今川2-23-11 3316-1987 設備機器（コインランドリー機器販売・
開業支援等）

2 (有)吉田美術工藝　鳥取支社 吉田　直文 杉並区井草1- 2-10-405 0858-22-5437 ─

2 信環境(株) 澁谷　信行 杉並区下井草2-10-22 6913-5409 はつり・解体工事業

3 合同会社Ｏｎｉｚｕｋａ Ｔｏｔａｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ 鬼塚　千尋 杉並区井草2-35-12- 4 070-8326-0790 経営コンサルタント業

3 東京丸の内法律事務所 田村　伸吾 千代田区丸の内3-3-1 
新東京ビル225区 090-4842-0174 弁護士業

第2ブロック

5 gomakina.com合同会社 立橋　一史 杉並区今川3-16-13 090-7716-5646 運輸業、情報サービス業

6 合同会社　摘星舎 松﨑　充克 杉並区桃井2-19- 8-904 090-8433-2372 学習塾・教育・マーケティング支援

6 合同会社BALDEVI INTERNATIONAL SHRESTHA 
BIMAL 杉並区桃井1-3-10-201 6279-9621 飲食店、不動産業、人材紹介

8 合同会社セカンドファクター 中村　駿太 杉並区西荻北5-15- 3 080-2043-7617 サービス業

8 (株)小林 小林　幹直 杉並区西荻北3-7-9-101 080-2262-1705 システム開発

8 炭火串焼　よしゑ 髙橋　典之 杉並区西荻北4-5-30-101 090-7173-0145 飲食業

8 キッチンキャロット 吉田　哲也 三鷹市新川4-25
新川島屋敷通り16号棟103 090-1795-2539 飲食業

第3ブロック

13 太陽生命保険株式会社 佐藤　益巳 杉並区荻窪2-29-9 080-3513-3777 保険業

13 (有)矢島ビルサービス 矢島　康雄 草加市松原1-7-13-706 080-3697-8557 サービス業

13 (株)Self-Discovery 宇田川　祐美子 杉並区天沼2-5-1-103 090-6704-2340 不動産賃貸業・飲食店経営

13 YAH サービス 山下　明 横浜市磯子区滝頭1-5-27
アムズヒル蒔田501 045-752-4891 サービス業（マンション清掃）

13 （株）Embody Image 木村　健一 杉並区高円寺南2-20-8 6878-0318 飲食業

14 GK総合法律事務所 小澤　亜季子 杉並区阿佐谷南1- 8- 5-4F 6820-5106 弁護士

14 (株)ファイブ-セル東京 三輪　等 鹿児島市西千石町1-30-802 090-9013-6648 小売卸業

14 マトレイン(株) 黒田　翔介 杉並区松庵3-39- 5 090-6563-3010 教育・サービス

14 ─ 山﨑　智由 杉並区桃井1-25-15-101 080-3544-8789 業務委託

14 合同会社ＬＥ－ＴＲＡＤＥ 渡邊　郡臣 杉並区桃井2-16-24 6915-0559 中古カメラ中心のオンラインショップ
及び店舗での買取業

14 もつ鍋牛串虎次朗 山口　健一 杉並区荻窪5-23- 4 6279-9992 飲食店

14 合同会社クエスト 叶　祥子 杉並区高円寺南3-10-17 080-3090-2327 人材育成、組織開発、
ビジネスコーチング

14 合同会社リトルフィールド 小野　孝幸 杉並区下井草4-9-2 080-3065-7855 コンサルティング業

14 IZUMI 泉　謙治 杉並区天沼3-17-15-301 090-1834-6156 建設業
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新 入 会 員 名 簿 令 和8年3月31日現在

支部 法人名 代表者名 所在地 電 話 業 種

15 (株)エイトバルーン 山田　貴則 杉並区上荻1-24-18 5335-9810 インターネット広告事業

15 (株)ジェイアイシー 中山　雅寛 新宿区西新宿3-2-11-2F 5321-3373 保険代理業

15 (株)メディカルジョイ 柴﨑　伸治 杉並区西荻北3-31-13-102 6454-7090 整骨院

15 栗村慶一税理士事務所 栗村　慶一 杉並区上荻2-18-5 6691-8395 税理士

15 合同会社エーエスパーク 中原　健 杉並区高円寺北3-25-24-201 090-3574-2930 飲食業

第4ブロック

16 中重国際特許商標事務所 中重　善文 杉並区西荻南2-15-18 090-7170-9470 弁理士事務所

17 角田佳瑞彰建築設計事務所 角田　佳瑞彰 武蔵野市吉祥寺東町4-16-2 0422-27-6644 建築設計

17 養正軒合同会社 柴崎　百合佳 杉並区西荻南3-12-1A8-2F 3331-8308 飲食業

17 (株)フィクス 石井　陽 杉並区宮前3-9-27 080-5414-5623 建設業

18 Trattoria SPEAKEASY 安倍　雄太 杉並区西荻南3- 8-10-1F 080-4424-2670 飲食業

18 都民ファーストの会 鈴木ゆか後援会 鈴木　由佳 杉並区荻窪4-20-18 070-3527-0755 政治団体

18 （有）シーレ 伊藤　毅 杉並区今川3-5-11 6454-7550 不動産業

19 ─ 秦　英二 杉並区久我山3-15-12-401 090-4823-2266 不動産賃貸業

19 小宮あんり事務所 小宮　あんり 杉並区成田東3-3-17-101 5378-0611 政治団体

19 大樹生命保険(株) 笠嶋　はな 三鷹市牟礼2-8-20 090-4549-4342 保険業

20 柿沼真由子司法書士事務所 柿沼　真由子 武蔵野市吉祥寺本町2- 8- 4 050-3158-2420 司法書士

20 SHINO BONHEUR MOMENT 石塚　しのぶ 杉並区久我山5-7-19-201.301 5941-9788 鍼灸エステ

20 ─ 齋藤　雅司 杉並区上荻4-14-71 090-8346-9725 サービス業

20 (有)HOT WIRE GROUP 佐久間　弘子 杉並区高円寺南4-40-20 3313-5589 デザイン、イベント制作、店舗経営等

20 (株)スギモリ 芳川　洵 杉並区宮前4-31-1 5344-9388 獣医業・動物病院

第5ブロック

22 rooMake(株) 張　亨先 杉並区松庵3-40-8-201 090-3735-1141 インテリアコーディネート事業

22 ねころも 金子　裕明 杉並区西荻北2- 5-11-203 070-8457-4580 リラクゼーション

23 ドッグリサーチ(株) 亀井　あやめ 杉並区荻窪4-7-12 6383-5116 サービス業（犬のしつけ）

24 家樹（株） 田代　隆浩 千代田区三番町24-14-1F 
三番町ABCビル 050-3628-3844 家系図作成・先祖調査・

土地歴史調査

25 (株)Ritona 島田　千津子 杉並区上荻2-17-10-102 5335-7284 音楽教室、カフェ

25 サマライズ 長谷目　耕一 杉並区南荻窪4-44- 8-206 080-9447-8999 デザイン・映像コンテンツ制作業

25 (株)フェローズ 松本　光博 渋谷区恵比寿西1-7-7-5F 5728-5580 WEB&デジタルコンテンツ

25 (株)ステイドリーム 浅賀　啓太 千代田区神田小川町1-8-3-703 5776-2593 人材サービス

26 全国ビジネス企業年金基金 宮原　一也 岡山市北区厚生町3-1-15-2F 086-231-4830 確定給付企業年金
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令
和
8
年
3
月
11
日
（
水
）
午

後
5
時
～
法
人
会
2
階
会
議
室
と

Z
o
o
m
に
お
い
て
「
第
1
ブ
ロ

ッ
ク
春
季
研
修
会
」
が
20
名
（
内

Z
o
o
m
5
名
）
の
参
加
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
矢
島
研
修
副
委
員
長
の

司
会
の
も
と
、
新
井
ブ
ロ
ッ
ク
長
に

ご
挨
拶
を
い
た
だ
き
、
研
修
会
が
始

ま
り
ま
し
た
。

講
師
は
昨
年
に
引
き
続
き
株
式
会

社
ナ
ー
ツ 

代
表
取
締
役 

野
中 

栄
一 

様
を
お
迎
え
し
、『
企
業
で
使
え
る

「
C
h
a
t
G
P
T
」
活
用
セ
ミ
ナ
ー

（
応
用
編
）』
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話

い
た
だ
き
ま
し
た
。
昨
年
の
お
さ
ら

い
で
基
礎
的
な
C
h
a
t
G
P
T
の

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
方
法
や
操
作
方
法
を

お
教
え
い
た
だ
い
た
後
、
今
回
は
実

際
に
詳
し
い
活
用
方
法
を
お
教
え
い

た
だ
き
ま
し
た
。
C
h
a
t
G
P
T

を
使
い
こ
な
す
た
め
の
ヒ
ン
ト
と
し

て
、
具
体
的
な
質
問
方
法
・
役
割

の
設
定
・
出
力
形
式
の
指
定
等
を
お

教
え
い
た
だ
き
、
と
て
も
勉
強
に
な

り
ま
し
た
。
ま
た
、
マ
イ
G
P
T
や

A
I
-O
C
R
と
R
P
A
を
組
み
合

わ
せ
た
作
業
の
自
動
化
等
、
様
々
な

機
能
や
使
い
方
が
あ
る
事
も
お
教
え

い
た
だ
き
、
今
後
に
活
か
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
し
た
。

研
修
会
後
に
は
懇
親
会
が
開
催

さ
れ
、
加
藤
副
会
長
の
乾
杯
の
挨

拶
で
懇
親
会
が
ス
タ
ー
ト
し
、
美
味

し
い
今
半
の
お
弁
当
を
い
た
だ
き
な

が
ら
、
楽
し
い
ひ
と
時
と
な
り
ま
し

た
。
最
後
に
斎
藤
副
ブ
ロ
ッ
ク
長
に

中
締
め
を
し
て
い
た
だ
き
お
開
き
と

な
り
ま
し
た
。

C
h
a
t
G
P
T
活
用
セ
ミ
ナ
ー
開
催

業
務
効
率
化
に
向
け
た
実
践
知
識
を
共
有

第
1
ブ
ロ
ッ
ク 

第
1
ブ
ロ
ッ
ク
春
季
研
修
会

令 和 7 年 度 、第 1 〜 5ブロックの 春 季 研 修 会 が 行われました。
今 回も各ブロックの 参 加 者からのレポートを掲 載いたします。
次 の 研 修 会へ参 加をご 検 討されている方はご 参 考にしてください 。

［令和7年度］

各ブロックの
春季研修会レポート

第1ブロック 令和8年3月11日（水） 企業で使える「ChatGPT」活用セミナー（応用編）
第2ブロック 令和8年2月12日 （木) 健康セミナー～これからの豊かな人生設計のために～
第3ブロック 令和8年2月17日（火） 生成AIの動向と中小企業における活用について
第４ブロック 令和8年２月24日（火） 戦後80年 戦争と被爆体験
第5ブロック 令和8年2月26日（木） 街と美術館－生活の中の美術

BLOCK
REPORT

SPRING
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令
和
8
年
2
月
17
日
（
火
）
午

後
6
時
～
法
人
会
2
階
会
議
室
と

Z
o
o
m
に
お
い
て
「
第
3
ブ
ロ

ッ
ク
春
季
研
修
会
」
が
39
名
（
内

Z
o
o
m
5
名
）
の
参
加
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
江
島
副
ブ
ロ
ッ
ク
長
の

司
会
の
も
と
、
矢
澤
ブ
ロ
ッ
ク
長
に

ご
挨
拶
を
い
た
だ
き
、
い
よ
い
よ
研

修
会
が
ス
タ
ー
ト
で
す
。

講
師
は
合
同
会
社 

平
山
経
済
研

究
所 

代
表 

平
山 

隆
道 

様
を
お

迎
え
し
、「
生
成
A
I
の
動
向
と

中
小
企
業
に
お
け
る
活
用
に
つ
い

て
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話
い
た

だ
き
ま
し
た
。
実
演
い
た
だ
き
な

が
ら
、
A
I
の
使
い
方
を
詳
し
く

お
教
え
い
た
だ
き
ま
し
た
。
例
え

ば
画
像
の
生
成
、
契
約
書
の
要
約

や
不
備
の
確
認
、
ゲ
ー
ム
の
作
成

等
に
つ
い
て
、
C
h
a
t
G
P
T

（
O
p
e
n
A
I
）・
C
l
a
u
d
e

（
A
n
t
h
r
o
p
i
c
）・

G
e
m
i
n
i
（
G
o
o
g
l
e
）

を
使
い
分
け
な
が
ら
、
実
際
に
作

成
い
た
だ
く
過
程
を
見
る
事
も
で

き
、
大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

研
修
会
後
に
は
懇
親
会
が
開
催

さ
れ
、
長
田
副
ブ
ロ
ッ
ク
長
の
乾
杯

の
挨
拶
で
懇
親
会
が
ス
タ
ー
ト
し
、

美
味
し
い
お
料
理
を
い
た
だ
き
な

が
ら
、
楽
し
い
ひ
と
時
と
な
り
ま

し
た
。
最
後
に
岡
副
ブ
ロ
ッ
ク
長
に

中
締
め
を
し
て
い
た
だ
き
お
開
き

と
な
り
ま
し
た
。

生
成
A
I
活
用
セ
ミ
ナ
ー
開
催

中
小
企
業
に
お
け
る
実
践
活
用
を
学
ぶ

第
3
ブ
ロ
ッ
ク

第
3
ブ
ロ
ッ
ク
春
季
研
修
会

令
和
8
年
2
月
12
日
（
木
）
第
2

ブ
ロ
ッ
ク
春
季
研
修
会
と
し
て
、
荻

窪
法
人
会
様
と
の
共
同
開
催
に
よ
る

「
健
康
セ
ミ
ナ
ー
」
を
実
施
い
た
し
ま

し
た
。
中
高
年
の
会
員
さ
ま
に
と
っ

て
関
心
の
高
い「
健
康
」を
テ
ー
マ
に
、

食
生
活
の
改
善
や
塩
分
管
理
、
ナ
ト

リ
ウ
ム
と
カ
リ
ウ
ム
の
バ
ラ
ン
ス
、

野
菜
摂
取
の
重
要
性
な
ど
を
多
角
的

に
学
び
ま
し
た
。

健
康
チ
ェ
ッ
ク
コ
ー
ナ
ー
で
は
・
血

管
年
齢
測
定
（
簡
易
測
定
器
で
自
身

の
血
管
年
齢
を
確
認
）・
ベ
ジ
チ
ェ
ッ

ク
（
手
の
ひ
ら
を
か
ざ
し
、
野
菜
摂

取
量
の
過
不
足
を
数
値
化
）を
実
施
。

ご
自
身
の
測
定
結
果
に
一
喜
一
憂
し

な
が
ら
、
生
活
習
慣
を
振
り
返
る
良

い
機
会
と
し
て
大
変
な
賑
わ
い
を
み

せ
ま
し
た
。

セ
ミ
ナ
ー
終
了
後
は
地
元
荻
窪
の

レ
ス
ト
ラ
ン
に
よ
る
イ
タ
リ
ア
ン
・

ケ
ー
タ
リ
ン
グ
を
楽
し
み
な
が
ら
の

交
流
会
を
行
い
ま
し
た
。
美
味
し
い

料
理
を
囲
み
な
が
ら
、
法
人
会
会

員
の
皆
さ
ま
と
西
武
信
用
金
庫
職
員

と
の
間
で
活
発
な
情
報
交
換
が
行
わ

れ
、
親
睦
を
深
め
る
大
変
有
意
義
な

時
間
と
な
り
ま
し
た
。

今
後
も
地
域
の
皆
さ
ま
の
ビ
ジ
ネ

ス
を
支
え
る
活
動
を
続
け
て
ま
い
り

ま
す
。
次
回
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

健
康
セ
ミ
ナ
ー
～
こ
れ
か
ら
の
豊
か
な
人
生
設
計
の
た
め
に
～

西
武
信
用
金
庫
杉
並
営
業
部
内
暮
ら
し
の
相
談
セ
ン
タ
ー

暮
ら
し
の
相
談
セ
ン
タ
ー
長 

熊
谷
真
理
子

第
2
ブ
ロ
ッ
ク
春
季
研
修
会
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令
和
8
年
2
月
24
日
（
火
）
に
荻
窪
法

人
会
2
階
会
議
室
に
於
い
て
第
4
ブ
ロ
ッ

ク
春
季
研
修
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。「
戦

後
80
年 

戦
争
と
被
爆
体
験
」
と
い
う
テ
ー

マ
で
、
杉
並
光
友
会 

原
爆
被
爆
者
の
会
の

久
保
田
朋
子
さ
ん
を
講
師
に
お
招
き
し
、

お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
年
は
戦
後
80
年
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

戦
争
体
験
者
か
ら
お
話
を
伺
う
こ
と
を
思

い
立
ち
、
偶
然
仕
事
で
知
り
合
っ
た
方
に

お
願
い
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

久
保
田
朋
子
さ
ん
（
昭
和
12
年
生
ま
れ
）

は
杉
並
区
に
お
住
ま
い
で
す
。
現
在
原
爆

被
害
者
の
会
で
あ
る
「
杉
並
光
友
会
」
の

会
長
で
も
あ
り
ま
す
。

昭
和
20
年
3
月
、

練
馬
区
在
住
中
に

東
京
大
空
襲
に
遭

い
、
そ
れ
を
き
っ
か

け
に
祖
母
の
い
る

広
島
へ
避
難
、
そ
こ

で
運
命
の
8
月
6

日
を
迎
え
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

当
時
8
歳
と
い

う
幼
い
久
保
田
さ

ん
の
目
に
は
、
体

験
者
で
な
け
れ
ば

わ
か
ら
な
い
、
恐
ろ
し
い
惨
状
が
焼
き
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
戦
後
す
ぐ
に
か
ん
口

令
が
布
か
れ
、
被
爆
者
自
身
も
無
知
か
ら

の
差
別
に
怯
え
、
そ
の
惨
劇
が
語
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
ま
で
は
戦
後
十
数
年
経
っ
て

か
ら
の
こ
と
で
し
た
。
久
保
田
さ
ん
も
平

成
に
入
っ
て
か
ら
光
友
会
に
入
り
ま
し
た
。

証
言
活
動
を
行
う
中
で
、小
学
生
に
「
火

傷
し
て
な
い
ん
だ
」
と
驚
い
た
よ
う
に
言

わ
れ
た
こ
と
に
、
原
爆
の
恐
ろ
し
さ
が
部

分
的
に
切
り
取
ら
れ
て
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と

を
嘆
か
わ
し
く
感
じ
る
と
と
も
に
「
心
に

火
傷
し
て
い
る
の
よ
」
と
い
う
慈
愛
に
満

ち
た
答
え
を
返
さ
れ
た
こ
と
が
印
象
深
く

残
り
ま
し
た
。

い
ま
だ
に
喉
が
渇
け
ば
川
べ
り
で
熱
傷

に
苦
し
む
顔
や
声
を
思
い
出
す
と
い
う
久

保
田
さ
ん
は
、
そ
の
後
1
度
も
広
島
に
行

っ
て
い
な
い
、
行
か
れ
な
い
そ
う
で
す
。

「
戦
争
は
ず
る
ず
る
と
始
ま
り
ず
る
ず
る

と
終
わ
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
に
、
奇
し

く
も
講
演
当
日
が
ち
ょ
う
ど
ウ
ク
ラ
イ
ナ

侵
攻
4
年
目
を
迎
え
た
こ
と
が
オ
ー
バ
ー

ラ
ッ
プ
し
て
い
き
ま
し
た
。

現
在
で
も
戦
争
、
紛
争
が
全
く
絶
え
な

い
現
実
に
、
他
人
事
と
せ
ず
向
き
合
う
こ

と
の
大
切
さ
を
学
ば
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

戦
後
80
年 
戦
争
と
被
爆
体
験

第
4
ブ
ロ
ッ
ク 

ブ
ロ
ッ
ク
長 

中
川 

一

第
4
ブ
ロ
ッ
ク
春
季
研
修
会

令
和
8
年
2
月
26
日
（
木
）
に
第
5

ブ
ロ
ッ
ク
春
季
研
修
会
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
東
京
都
美
術
館 

館
長
の
高
橋

明
也
氏
を
講
師
に
お
迎
え
し
、「
街
と

美
術
館 

‒ 

生
活
の
中
の
美
術
」
と
い

う
テ
ー
マ
で
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

1
9
6
0
年
代
半
ば
、
パ
リ
の
街
中

で
「
あ
っ
、
サ
ル
ト
ル
だ
。
写
真
撮
っ

て
き
な
さ
い
」
と
父
か
ら
言
わ
れ
て
撮

っ
た
写
真
が
こ
ち
ら
で
す
…
…
と
話
す

館
長
は
当
時
十
二
歳
。
40
日
か
か
っ
た

船
旅
を
よ
う
や
く
終
え
て
辿
り
着
い
た

先
の
パ
リ
で
、
少
年
は
目
を
き
ら
き
ら

輝
か
せ
な
が
ら
街
ゆ
く
人
々
や
街
路
を

写
真
に
収
め
て
い
た
に
違
い
な
い
。
講

演
会
で
は
当
時
の
貴
重
な
写
真
が
惜
し

げ
な
く
次
々
に
披
露
さ
れ
て
い
き
、
法

人
会
館
に
集
ま
っ
た
参
加
者
た
ち
の
目

を
釘
づ
け
に
し
ま
し
た
。
少
年
は
二
十

年
後
、
再
び
パ
リ
に
渡
っ
て
オ
ル
セ
ー

美
術
館
の
立
ち
上
げ
メ
ン
バ
ー
に
加
わ

り
、
そ
の
後
、
三
菱
一
号
館
美
術
館
初

代
館
長
に
就
任
、
フ
ラ
ン
ス
芸
術
文

化
勲
章
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
を
受
勲
す
る
な

ど
、
華
々
し
い
経
歴
を
お
持
ち
の
高
橋

館
長
の
講
演
会
は
大
盛
況
。
文
化
・
芸

術
に
造
詣
の
深
い
会
員
の
心
に
深
く
刻

ま
れ
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
講
演
会
前
日

に
発
表
さ
れ
た
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
の
新

館
長
ク
リ
ス
ト
フ
・
ル
リ
ボ
ー
は
高
橋

館
長
と
親
交
が
深
く
、
今
秋
国
立
新
美

術
館
で
開
催
予
定
の
『
ル
ー
ヴ
ル
美
術

館
展
』
が
楽
し
み
で
す
。

東
京
都
美
術
館 

館
長 

高
橋
明
也
氏
を
迎
え
て

第
5
ブ
ロ
ッ
ク 

副
ブ
ロ
ッ
ク
長 

吉
田
洋
之

第
5
ブ
ロ
ッ
ク
春
季
研
修
会
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令 和 7 年 度  荻 窪 法 人 会  春 季 特 別 講 演 会

春
季
特
別
講
演
会
に
1
4
1
名
参
加

笑
い
で
学
ぶ
プ
レ
ゼ
ン
術
に
会
場
沸
く

　
令
和
8
年
3
月
6
日（
金
）午
後
6
時
か
ら

ワ
イ
ム
貸
会
議
室 

荻
窪
に
於
い
て
、
研
修
委

員
会
主
催
の
春
季
特
別
講
演
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
当
日
は
1
4
1
名
の
多
く
の
方
々
に

ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
今
年
の
春
季
特
別
講
演
会
は
、
芸
人
の
ペ
ナ

ル
テ
ィ 

ヒ
デ
氏
を
講
師
に
お
迎
え
し
、「
起
笑

転
結
プ
レ
ゼ
ン
術
～
聞
き
手
の
心
を
つ
か
む
、

笑
い
と
構
成
の
法
則
～
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
ご

講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
会
場
の
皆
様
を
巻
き
込
む
素
晴
ら
し
い
ト
ー

ク
力
に
は
脱
帽
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
場
で
し

か
聞
け
な
い
芸
能
界
の
お
話
や
ヒ
デ
氏
の
プ
レ

ゼ
ン
術
の
ノ
ウ
ハ
ウ
等
、
と
て
も
貴
重
な
お
話

を
聞
く
事
が
で
き
、
大
変
楽
し
く
、
素
晴
ら
し

い
講
演
会
で
し
た
。
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【1】物価高への対応（いわゆる「年収の壁」）
中低所得者への配慮し、幅広く基礎控除の上
乗せを実施。全納税者にとって所得税負担が
生じる水準が178万円以上に

【2】「強い経済」の実現に向けた対応
「大胆な設備投資促進税制」
「租税特別措置の適正化、政策効果の強化」

①研究開発税制、②賃上げ促進税制の見直し
（ 廃止へ）、③住宅ローン控除など
「資産運用立国の更なる推進」

NISAのつみたて投資枠を0 ～ 17歳に拡充
【3】税負担の公平の確保に向けた是正
「極めて高い所得の負担見直し」
「1億円の壁」に対する不公平感の是正による適用税率の引き上
げと控除額の引き下げ

「国内外を通じた公平性の確保」
国境を越えた電子商取引に係る消費税の適正化の実施

「 令 和８年 度 税 制 改 正 の 概 要 」

社会保障給付の将来見通しでは、2040年では「医療」と「介護」分野で大幅な増加が予測される。
「医療」において、日本は人口比で病床数が多いことや入院期間が長いこと、そして外来の受診回数も多い特

徴がある。新たな地域医療構想を実現すべきである。
税制においては、「年収の壁問題」と所得税の計算の仕組みと所得控除の税負担軽減効果の問題点（高所得
者ほど軽減効果が大きい）を指摘したうえで、「給付付き税額控除」の制度設計の提案がなされました。
消費税減税の問題点について、消費税の負担率よりも社会保険料の負担率のほうが重い点を指摘したうえで、
高齢世代は所得税負担がほとんどないことから、現役世代に負担が集中する問題点や、法人税と所得税による

所得課税偏重は経済成長を阻害しやすい欠点があります。
インフレになれば、国債の実質的な返済負担が減る（インフレ税）について、誰が損して誰が得するかを事前に予測不能であり決めること
ができない。これは租税法律主義に反する。どの税を国民に課すかについて、世代間の負担が偏らないように検討すべきである。

令和８年２月１６日、新宿のハイアットリージェンシー東京にて税制セミナーが開催されました。法人会税制委員会では、各法人会の「税に関
する要望」を取りまとめ、「秋の法人会全国大会（ 税制改正要望大会 ）」において税制改正要望を発表するとともに、中小企業者の声として
国に対して要望しています。税制改正の内容は、私たち法人会の会員の要望が少しずつ実現してきた「成果」ということができます。
毎年の税制改正の項目のタイトルを見ることで、税を通して 「国がどのような方向に向かっているか」を知ることができると感じます。講演の目
次タイトルから、皆さんも税制改正の方向性を感じ取っていただけると幸いです。

全法連 税制セミナー参加のご報告 税理士　小林誉光
令和 8 年

〈第一講座〉「令和８年度税制改正（ 案）について」
【講師】財務省大臣官房審議官 中島朗洋氏

〈第二講座〉「税と社会保障の一体改革に向けての課題」
【講師】土居丈朗氏

【4】自動車関係諸税の総合的な見直し（ 自動車重量税 ）
エコカー減税の達成要件の引き上げ

【5】国際課税
グローバルミニマム課税についての国際合意による見直し

【6】その他の税制上の諸問題
「インボイス導入に伴う経過措置」「ひとり親控除の引き上げ」
【8】揮発油税等の当分の間税率廃止をはじめとした諸施策の

実施に係る財源確保
①高所得者の負担の見直しや教育資金一括贈与の贈与税非
課税制度の廃止による財源確保
②観光施策の充実を目的とした 「国際観光旅客税1，000円
⇒3，000円」、
③ 「防衛力の強化」として「防衛特別所得税（ 令和9年から）
の導入（ 復興特別所得税2．1％⇒1．1％に引き下げたうえで
防衛特別所得税1％を導入 ）」　

 　14



日 頃は法 人 会 活 動に格 別 のご 理 解とご 協 力を賜り厚く御 礼 申し上げます。さて、 現 在 、 当 法 人 会 活 動 の 大きな目 標 のひとつに e -Ta x 普 及 推 進がござ
います。当法人会では会員企 業 の 70％利 用を目 標に掲げております。この 目標を達成するためには会員皆さま方 の 多大なご理解と同時に税理士先生方 の
ご協力が 必要不可欠と考えております。そこで当 委 員 会では、 東 京税理士会荻窪支部 の 先生方全員にアンケートを実施しております。

質問内容は「顧客より e-Tax代理申告・送信利用 の依頼が 来た時に、依頼通り行なっていただけるか？」更に依頼どおり行うとご回答いただいた先生方
に「e-Tax推進税理士事務所として会報に掲載させていただいてもよろしいか？」との 問いを発したところ 84名 の 先生方より快く承諾をいただきました。この
ように税理士会においても e-Tax普及推進に積極的に取り組んでおられます。そこで会員企業 の 皆さまにひとつお願いがございます。顧問 の 先生に「先生、
うちの会社次の決算は電子申告でお願いしますよ。」と一言おっしゃっていただけませんでしょうか？

顧 客である会 員 企 業と実 務を担 当する税 理 士 の 先 生 方がタッグを組んで初めて e -Ta xという行 政 の 合 理 化が 大きく進 展していくと思います。 何 卒 皆さま
方 の 尚一層 のご理解とご協力をお願いいたします。	 税制委員会（e-Tax担当）

e-Tax利用向上を目指し、東京税理士会荻窪支部の先生方全員にアンケートを実施しました。
その結果多数の先生方から「e-Tax推進税理士事務所」として会報掲載に承諾をいただきました。

e-Tax推進税理士事務所について

地域 氏名 住所 事務所連絡先

西荻南 河野修兵 西荻南2-9-13 5336-6457
中田哲也 西荻南2-19-10美光ビル2階 5941-5690
小野寺昭市 西荻南2-23-8 3333-4868
内山千枝 西荻南3-8-16-902 3334-5021
佐山政雄 西荻南3-9-11-501 3333-0221
千葉繁樹 西荻南3-18-14松本ビル2階 050-5527-4372
飯沼英男 西荻南4-8-11 5941-8618

久我山 小松原英二 久我山5-7-8 3333-9805
杉本洋子 久我山5-8-23 5370-8518
新出小百合 久我山5-30-21-302 6327-4282
新江洋子 久我山5-36-22-201 3335-7425

宮前 石原恵子 宮前1-16-23杉並宮前ロイアルハイツ304号 3334-1305
小松原伸元 宮前4-31-1 5941-9239
小松原英雄 宮前5-7-19 3331-3266
稲澤聡 宮前5-10-5 3247-7194

荻窪 森脇雅子 荻窪2-20-7-504 5397-8026
永井敏雄 荻窪2-27-11 5397-6115
尾﨑正俊 荻窪3-47-15第3野村ビル300号 3392-1101
望月英仁 荻窪4-6-24-201 5347-2945
黒岩民子 荻窪4-12-12　ISHIIレジデンス201 6795-5216
伊藤佳江 荻窪4-21-4荻窪ローヤルコーポ104号 3394-1123
釜谷彰一 荻窪5-11-17荻窪第二和光ビル6階 6383-6006
塩谷治道 荻窪5-11-17荻窪第二和光ビル6階 6383-6003
西村克彦 荻窪5-11-17荻窪第二和光ビル6階 6383-6002
山﨑厚税理士事務所 荻窪5-13-6丸新マンション306号室 6699-1758
山田真治 荻窪5-13-9-402 080-9891-4783
三好秀胤 荻窪5-14-4武蔵野マンション502 3393-2671
池田幸弘 荻窪5-16-14カパラビル8階 5335-7981
中村喜一 荻窪5-17-11荻窪スカイレジテル216 5347-9930
大島康司 荻窪5-22-12戸田ビル205 5335-7465
税理士法人茂木会計事務所 荻窪5-25-6 3393-0211
青葉総合税理士法人 荻窪5-26-9コスモＹビル5Ｆ 3398-0523
大澤栄子 荻窪5-26-9シェモア荻窪参番舘404 6276-9015
武井成浩 荻窪5-26-9シェモア荻窪参番舘904 6765-6376
熊澤眞理子 荻窪5-29-10 本橋ビル305号室 6915-1807
税理士法人あかいけい 荻窪5-30-12グローリア荻窪705 5292-5377
岩崎智香子 荻窪5-30-12グローリアビル1101号 3392-1178

南荻窪 永井克宏 南荻窪4-7-9 6317-7249
松庵 税理士法人河合会計事務所杉並事務所 松庵2-17-7 6362-3630

堀真由美 松庵3-20-11グレイス松庵302 5941-7372
大槻一弘 松庵3-38-20 KURA松庵305 6795-8420

地域 氏名 住所 事務所連絡先

井草 山岡朋枝 井草2-35-12-2-409号グランドメゾン杉並シーズン 5310-3228
上井草 竹田雄輔 上井草2-25-7上井草グリーンハイツ3-105 6913-8665

久保木浩志 上井草3-31-23 堀野ビル201 5303-4823
下井草 税理士法人稲村会計事務所 下井草3-29-10佐藤ビル302号 5382-2711

藍野和男 下井草4-1-6 3397-5118
田子周一 下井草4-33-12 3395-3343

今川 中村行雄 今川3-8-4 3399-3976
小林滋子 今川3-30-7 5938-5100
中場義則 今川4-22-12-504 090-4712-2148

善福寺 鳥巣修税理士事務所 善福寺1-30-17 3396-3858
桃井 古賀雄子 桃井3-6-1-1401 6765-2388
西荻北 下島聡司 西荻北2-3-9トラストビル5F 6454-7471

馬場義男 西荻北2-3-9コメットビル5階 3394-5922
鈴木吉郎 西荻北2-6-6YS西荻3F 3301-5101
福田都介 西荻北2-11-4エクセリア西荻201号 3397-2770
村林秀則 西荻北3-11-3サンコ-ト西荻窪115号室 6423-0566
梅林邦彦 西荻北3-14-9 3395-0211
廣瀬一俊 西荻北3-20-12グラツィオーソ西荻窪B1 3399-0180
荒谷美佳 西荻北3-31-13-503号 5303-5781
青木秀壽 西荻北4-33-17 3390-4313

上荻 フォーライフ税理士法人 上荻1-5-2コロナビル6階 3391-6309
大矢勝昭 上荻1-16-3森谷ビル4階 3391-5588
小林誉光 上荻1-17-10シンフォニーアンダンテ602 3391-1044
今村千恵子 上荻1-18-12春木家ビル 6915-1303
穂坂正積 上荻1-18-14-206 3393-7571
コンパスみらい税理士法人 上荻1-21-23 3392-5555
小島麻里 上荻1-23-19東神荻窪ビル4F 6913-0520
藤村茂 上荻2-19-18RKII2階 6231-1701
小澤俊夫 上荻2-19-18RKII2階 3391-8731
森田光雄 上荻2-19-18RKII2階 6874-7851
和田実 上荻4-19-22-603 3395-1131
岡田文乃 上荻4-23-9 3395-3111

本天沼 小野寺誠税理士事務所 本天沼2-41-8 5303-1680
清水 黒川えり 清水1-14-5-302 090-8479-0152
天沼 桑山務 天沼1-2-3 3398-1316

鯉渕洋行 天沼1-11-13 090-8039-4867
酒井幸三郎 天沼1-40-6 3392-5455
池上敬子 天沼1-41-6 5932-5128
篠原あずさ 天沼3-3-2 6794-7334
石澤潔 天沼3-12-19 3398-4910
加藤俊也 天沼3-16-11-202 6795-6800
井上仁 天沼3-27-2荻窪MTビル1階 3392-4177
阿部俊郎 天沼3-32-4フラット荻窪105 080-7111-5295

東京税理士会荻窪支部　e-Tax推進税理士事務所（敬称略）	 令和8年5月13日現在
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税 制 委員会より

　政
府
は
、令
和
7
年
12
月
26
日
に
令
和
8
年
度
税
制
改
正
大
綱
を
閣
議
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　法
人
会
が
提
言
し
て
い
た
、中
小
企
業
に
対
す
る
少
額
減
価
償
却
資
産
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
は
、取
得
価
格
要
件
が

40
万
円
未
満
に
引
き
上
げ
ら
れ
、特
例
承
継
計
画
の
提
出
期
限
も
緩
和
さ
れ
ま
し
た
。イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
に
伴
う
免

税
事
業
者
や
小
規
模
事
業
者
に
対
す
る
経
過
措
置
も
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
少
額
減
価
償
却
資
産
の
特
例

　
中
小
企
業
者
等
の
少
額
減
価
償
却
資
産
に

つ
い
て
、減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
は
30

万
円
未
満
か
ら
40
万
円
未
満
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。

■
特
定
生
産
性
向
上
設
備
等
投
資
促
進
税
制
の

　
創
設

　
生
産
等
設
備
を
構
成
す
る
機
械
装
置
、工

具
、器
具
備
品
、建
物
、建
物
附
属
設
備
、構

築
物
及
び
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
で
、特
定
生
産
性

向
上
設
備
等
に
該
当
す
る
も
の
を
取
得
等
し

た
場
合
に
、即
時
償
却
又
は
税
額
控
除
が
選

択
適
用
で
き
ま
す
。（
※
取
得
価
額
の
合
計
が

中
小
企
業
で
5
億
円
以
上
）

■
賃
上
げ
税
制

①
大
企
業
向
け
　
令
和
8
年
3
月
31
日
で
廃

止
さ
れ
ま
す
。

②
中
堅
企
業
向
け
　
常
時
使
用
す
る
従
業

員
の
数
が
2
，0
0
0
人
以
下
で
あ
る
法
人

向
け
の
措
置
は
、
適
用
期
限
で
あ
る
令
和

９
年
３
月
31
日
で
廃
止
さ
れ
ま
す
。
令
和

８
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
３
月
31
日

ま
で
の
間
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
つ
い

て
は
、
適
用
条
件
と
な
る
継
続
雇
用
者
比

較
給
与
等
支
給
額
の
増
加
割
合
を
3
％
か

ら
4
％
に
引
上
げ
、
税
額
控
除
率
の
上
乗

せ
は
、
増
加
割
合
5
％
以
上
の
場
合
に

5
％
の
加
算
、
増
加
割
合
6
％
以
上
の
場

合
に
は
15
％
の
加
算
と
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

教
育
訓
練
費
に
係
る
上
乗
せ
措
置
は
廃
止

さ
れ
ま
す
。

③
中
小
企
業
向
け
　
教
育
訓
練
費
に
係
る
上

乗
せ
措
置
は
、
廃
止
さ
れ
ま
す
。

■
基
礎
控
除
等
の
改
正

①
基
礎
控
除
及
び
給
与
所
得
控
除

基
礎
控
除
1
0
4
万
円
と
給
与
所
得
控
除
74

万
円
を
合
わ
せ
て
、
給
与
所
得
者
で
あ
れ
ば

収
入
1
7
8
万
円
ま
で
は
、
所
得
税
が
か
か

ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
収
入
金
額
に
応
じ
た

基
礎
控
除
は
次
の
と
お
り
で
す
。

②
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
の
所
得

要
件

同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
の
合
計
所

得
金
額
の
要
件
が
、
現
行
の
58
万
円
以
下
か

ら
62
万
円
以
下
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

③
ひ
と
り
親
控
除

ひ
と
り
親
の
生
計
を
一
に
す
る
子
の
総
所
得

金
額
等
の
合
計
額
の
要
件
が
、
現
行
の
58
万

円
以
下
か
ら
62
万
円
以
下
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。

④
勤
労
学
生
控
除

勤
労
学
生
の
合
計
所
得
金
額
要
件
が
、
現
行

の
85
万
円
以
下
か
ら
89
万
円
以
下
に
引
き
上

げ
ら
れ
ま
す
。

い
ず
れ
も
、
令
和
8
年
分
の
所
得
税
か
ら
適

用
に
な
り
ま
す
。

■
住
宅
ロ
ー
ン
減
税

　
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
に
つ
い
て
、
適
用
期
限

が
令
和
12
年
12
月
31
日
ま
で
と
5
年
間
延
長

に
な
り
ま
す
。
概
要
に
つ
い
て
は
次
の
と
お

り
で
す
。

①
認
定
住
宅
等
の
新
築

②
認
定
住
宅
等
で
あ
る
既
存
住
宅

③
買
取
再
販
住
宅
・
既
存
住
宅
の
取
得
・
住

宅
の
増
改
築

な
お
、
年
齢
40
歳
未
満
で
配
偶
者
を
有
す
る

者
、
年
齢
40
歳
以
上
で
あ
っ
て
も
年
齢
40
歳

未
満
の
配
偶
者
を
有
す
る
者
、
年
齢
19
歳
未

満
の
扶
養
親
族
を
有
す
る
者
に
は
、
借
入
限

度
額
の
上
乗
せ
措
置
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
床
面
積
が
40
㎡
以
上
50
㎡
未
満
で
あ

る
居
住
用
家
屋
に
つ
い
て
も
、
住
宅
ロ
ー
ン

減
税
の
適
用
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
控
除
期
間
の
う
ち
合
計
所
得
金
額

が
1
，0
0
0
万
円
を
超
え
る
年
に
つ
い
て

は
、
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

■
子
ど
も
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ

　
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
口
座
の
開
設
可
能
年
齢
の
下
限

が
撤
廃
さ
れ
ま
す
。
年
間
の
投
資
額
が
60
万

ま
で
、
累
計
で
6
0
0
万
円
ま
で
利
用
可
能

で
す
。
以
前
の
ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
18
歳

ま
で
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と

と
比
較
す
る
と
、
子
ど
も
が
12
歳
以
上
に

な
っ
た
場
合
に
、
教
育
費
な
ど
に
充
て
る
こ

と
が
可
能
で
す
。

■
暗
号
資
産
の
譲
渡
に
分
離
課
税
が
適
用

　
暗
号
資
産
取
引
業
を
行
う
者
に
対
し
て
暗

号
資
産
の
譲
渡
等
を
し
た
場
合
に
、そ
の
譲

渡
等
に
よ
る
譲
渡
所
得
等
に
つ
い
て
、他
の
所

得
と
分
離
し
て
20
％（
所
得
税
15
％
、個
人
住

民
税
５
％
）の
税
率
に
よ
り
課
税
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、譲
渡
損
失
が
生
じ
た
場
合
に
3
年
以

内
の
繰
越
控
除
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　
金
融
商
品
取
引
法
の
改
正
法
が
施
行
さ
れ

た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
１
月
１
日
以
後

に
行
わ
れ
る
暗
号
資
産
の
譲
渡
等
に
つ
い
て

適
用
さ
れ
ま
す
。

■
私
募
債
の
分
離
課
税
適
用
の
厳
格
化

　
同
族
会
社
の
役
員
等
が
、そ
の
同
族
会
社

以
外
の
法
人
が
発
行
し
た
社
債
の
利
子
で
、

実
質
的
に
そ
の
同
族
会
社
か
ら
支
払
を
受
け

る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
利
子
を
、総

合
課
税
の
対
象
と
し
ま
す
。

　
令
和
8
年
4
月
1
日
以
後
に
支
払
い
を
受

け
る
べ
き
利
子
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
ミ
ニ
マ
ム
タ
ッ
ク
ス
課
税
の
強
化

　
特
定
の
基
準
所
得
金
額
の
課
税
の
特
例
に

つ
い
て
、特
例
対
象
者
が
、個
人
で
そ
の
者
の

そ
の
年
分
の
基
準
所
得
金
額
が
3
億
3
，

0
0
0
万
円
か
ら
１
億
6
，5
0
0
万
円
を

超
え
る
者
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。さ
ら
に
、

税
率
が
22・5
％
か
ら
30
％
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。令
和
９
年
分
以
後
の
所
得
税
に
つ
い
て

適
用
さ
れ
ま
す
。

■
青
色
申
告
特
別
控
除
に
つ
い
て

　
そ
の
年
分
の
事
業
に
係
る
仕
訳
帳
及
び
総

勘
定
元
帳
に
つ
い
て
、電
子
計
算
機
を
使
用

し
て
作
成
す
る
国
税
関
係
帳
簿
書
類
の
保
存

方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
保
存
等
を
行
っ

て
い
る
こ
と
、と
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、控

除
額
が
65
万
円
か
ら
75
万
円
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。

　
ま
た
、10
万
円
の
青
色
申
告
特
別
控
除
の

対
象
者
か
ら
、簡
易
な
簿
記
の
方
法
に
よ
り
記

録
し
て
い
る
前
々
年
の
年
収
1
，0
0
0
万

円
を
超
え
る
事
業
者
が
除
外
さ
れ
ま
す
。令

和
9
年
分
以
後
の
所
得
税
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
通
勤
の
た
め
に
自
動
車
な
ど
交
通
用
具
を
使

　
用
す
る
場
合
の
非
課
税
限
度
額

　
通
勤
距
離
が
片
道
65
㎞
以
上
の
者
の
１
月

当
た
り
の
非
課
税
限
度
額
が
次
の
よ
う
に
引

き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、一定
の
要
件
を
満
た
す
駐
車
場
等
を

利
用
し
て
い
る
場
合
の
１
月
当
た
り
の
非
課

税
限
度
額
は
、そ
の
通
勤
距
離
の
区
分
に
応

じ
た
非
課
税
限
度
額
に
１
月
当
た
り
の
当
該

駐
車
場
等
の
料
金
相
当
額（
上
限
は
5
，

0
0
0
円
）を
加
算
し
た
金
額
と
な
り
ま
す
。

■
食
事
の
支
給
に
よ
る
経
済
的
利
益

　
食
事
の
支
給
に
よ
り
受
け
る
経
済
的
利
益

に
つ
い
て
非
課
税
限
度
額
が
月
額
3
，5
0
0

円
か
ら
月
額
7
，5
0
0
円
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。ま
た
、深
夜
勤
務
に
伴
う
夜
食
の
現

物
支
給
に
代
え
て
支
給
す
る
金
銭
に
つ
い
て

非
課
税
と
さ
れ
る
１
回
の
支
給
額
が
3
0
0

円
以
下
か
ら
6
5
0
円
以
下
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。

■
教
育
資
金
の
一
括
贈
与
の
非
課
税
制
度
の
廃
止

　
1
，5
0
0
万
円
ま
で
の
教
育
資
金
の
一
括

贈
与
制
度
に
つ
い
て
、令
和
８
年
３
月
31
日
ま

で
と
さ
れ
て
い
る
取
扱
い
は
延
長
せ
ず
に
終

了
す
る
こ
と
な
り
ま
す
。

■
事
業
承
継
税
制
の
承
継
計
画
の
提
出
期
限
の

　
延
長

　
個
人
の
事
業
用
資
産
に
係
る
相
続
税・贈
与

税
の
納
税
猶
予
制
度
に
つ
い
て
、個
人
事
業
承

継
計
画
の
提
出
期
限
を
２
年
６
月
延
長
し
て
、

令
和
10
年
9
月
末
ま
で
と
な
り
ま
す
。ま
た
、

非
上
場
株
式
等
に
係
る
相
続
税・贈
与
税
の
納

税
猶
予
の
特
例
制
度
に
つ
い
て
、特
例
承
継
計

画
の
提
出
期
限
を
１
年
６
月
延
長
し
て
、令
和

9
年
9
月
末
ま
で
と
な
り
ま
す
。

■
貸
付
用
不
動
産
の
評
価

①
被
相
続
人
等
が
課
税
時
期
前
５
年
以
内
に

取
得
し
た
一
定
の
貸
付
用
不
動
産
は
、課
税
時

期
に
お
け
る
通
常
の
取
引
価
額
に
相
当
す
る

金
額
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
ま
す
。

②
不
動
産
の
小
口
化
商
品
の
対
象
と
さ
れ
て

い
る
貸
付
用
不
動
産
に
つ
い
て
は
、そ
の
取
得

の
時
期
に
か
か
わ
ら
ず
、課
税
時
期
に
お
け
る

通
常
の
取
引
価
額
に
相
当
す
る
金
額
に
よ
っ
て

評
価
さ
れ
ま
す
。

■
国
境
を
越
え
た
電
子
商
取
引

①
少
額
免
税
の
廃
止

従
来
は
1
万
円
以
下
の
貨
物
に
つ
い
て
は
、関

税
と
消
費
税
が
免
除
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、通

信
販
売
の
方
法
で
海
外
か
ら
国
内
に
宛
て
て
発

送
さ
れ
る
貨
物
に
つ
い
て
は
、1
万
円
以
下
の

譲
渡
に
つ
い
て
、消
費
税
の
課
税
対
象
に
な
り

ま
す
。

②
物
販
に
係
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
課
税
の
導
入

大
手
通
販
サ
イ
ト
な
ど
、指
定
を
受
け
た
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
介
し
て
そ
の
対
価

を
収
受
す
る
場
合
は
、プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事

業
者
が
資
産
の
譲
渡
等
を
行
っ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
ま
す
。

③
特
定
少
額
資
産
販
売
事
業
者
の
登
録
制
度

通
信
販
売
で
、海
外
か
ら
国
内
宛
に
発
送
さ
れ

る
一
の
資
産
の
対
価
の
額
が
税
抜
き
１
万
円

以
下
で
あ
る
も
の
の
譲
渡
を
行
う
事
業
者
は
、

所
轄
す
る
税
務
署
長
に
特
定
少
額
資
産
販
売

事
業
者
と
し
て
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
登
録
事
業
者
は
、事
業
者
免
税
点
制
度
が
適

用
さ
れ
ま
せ
ん
。令
和
10
年
4
月
1
日
以
後
適

用
さ
れ
ま
す
。

■
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
経
過
措
置
関
係

①
個
人
事
業
者
向
け
の
3
割
特
例

個
人
事
業
者
で
イ
ン
ボ
イ
ス
登
録
に
よ
り
事

業
者
免
税
点
制
度
を
受
け
ら
れ
な
い
令
和
９

年・令
和
10
年
に
含
ま
れ
る
各
課
税
期
間
に
つ

い
て
、仕
入
税
額
控
除
の
額
を
課
税
標
準
額
に

対
す
る
消
費
税
額
に
７
割
を
乗
じ
た
額
と
し
、

納
付
税
額
を
そ
の
課
税
標
準
額
に
対
す
る
消

費
税
額
の
３
割
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
イ
ン
ボ
イ
ス
が
な
い
場
合
の
経
過
措
置

イ
ン
ボ
イ
ス
が
な
い
場
合
で
も
、税
額
相
当
額

の
80
％
を
税
額
控
除
で
き
る
経
過
措
置
に
つ
い

て
、令
和
8
年
10
月
か
ら
50
％
に
変
更
さ
れ
る

予
定
で
し
た
が
、次
の
と
お
り
緩
和
さ
れ
ま
す
。

③
免
税
事
業
者
で
あ
る
一
業
者
か
ら
の
多
額

の
仕
入

一
の
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
以
外
の
者
か

ら
の
課
税
仕
入
れ
の
額
の
合
計
額
が
事
業
年

度
で
１
億
円（
現
行
10
億
円
）を
超
え
る
場
合

に
、そ
の
超
え
た
部
分
の
課
税
仕
入
れ
に
つ
い

て
、経
過
措
置
に
よ
る
課
税
仕
入
れ
を
認
め
な

い
こ
と
と
し
ま
す
。令
和
８
年
10
月
１
日
以
後

に
開
始
す
る
課
税
期
間
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
固
定
資
産
税

　
償
却
資
産
に
係
る
免
税
点
が
1
5
0
万
円

か
ら
1
8
0
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。令

和
９
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
防
衛
特
別
所
得
税

　
防
衛
特
別
所
得
税
が
創
設
さ
れ
ま
す
。納
税

義
務
者
は
所
得
税
の
納
税
義
務
者
で
す
。所
得

税
の
源
泉
徴
収
義
務
者
は
、防
衛
特
別
所
得
税

に
つ
い
て
も
徴
収
し
て
納
付
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。防
衛
特
別
所
得
税
額
は
、そ
の
年
分
の

基
準
所
得
税
額
に
１
％
の
税
率
を
乗
じ
て
計

算
し
た
金
額
と
な
り
ま
す
。防
衛
特
別
所
得
税

の
課
税
期
間
は
令
和
９
年
以
後
の
当
分
の
間

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
軽
油
取
引
税
の
暫
定
税
率

　
軽
油
引
取
税
の
暫
定
税
率
に
つ
い
て
は
、令

和
８
年
４
月
１
日
に
廃
止
さ
れ
ま
す
。

■
ふ
る
さ
と
納
税
関
係

　
ふ
る
さ
と
納
税
の
控
除
限
度
額
が
、個
人

住
民
税
所
得
割
額
の
２
割
と
1
9
3
万
円
の

い
ず
れ
か
低
い
金
額
と
な
り
ま
す
。令
和
10

年
度
分
の
個
人
住
民
税
に
つ
い
て
適
用
さ
れ

ま
す
。

法
人
税
関
係

相
続
税・贈
与
税
関
係

所
得
税・住
民
税
関
係

資
産
税
関
係

消
費
税
関
係

そ
の
他

東
京
法
人
会
連
合
会

☆
記
事
内
容
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
は…

Ｔ
Ｉ
Ｓ
税
理
士
法
人

税
理
士
　
飯
田 

聡一郎

TEL 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
９
５
８

FAX 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
４
４
９

HP http://w
w
w
.iida-office.jp/

中
小
企
業
の
少
額
減
価
償
却
資
産
は
40
万
円
ま
で
拡
充
！

　
　
　
　
　  

　
　
　
　特
例
承
継
計
画
の
提
出
期
限
も
延
長
さ
れ
る
！

令
和
8
年
度 

税
制
改
正
大
綱

－

法
人
会
の
税
制
改
正
提
言

－

    給与収入

665万円以下

850万円以下

2,545万円以下

2,595万円以下

2,645万円以下

2,695万円以下

2,695万円超

基礎控除

104万円

67万円

62万円

48万円

32万円

16万円

－

居住年住宅の区分 借入
限度額 控除率 控除期間

令和8年
〜

令和12年

令和8年
・

令和9年

4,500
万円

3,500
万円

2,000
万円

0.7% 13年

認定住宅

ZEH水準
省エネ住宅

省エネ基準
適合住宅

居住年住宅の区分 借入
限度額 控除率 控除

期間

令和8年
〜

令和12年

3,500
万円

2,000
万円

0.7% 13年

認定住宅

ZEH水準
省エネ住宅

省エネ基準
適合住宅

居住年 借入
限度額 控除率 控除

期間

令和8年
〜

令和12年

2,000
万円 0.7% 10年

38,700円

45,700円

52,700円

59,600円

66,400円

片道55km以上
65km未満

片道65km以上
75km未満

片道75km以上
85km未満

片道85km以上
95km未満
片道95km以上

改正案現行
通勤距離
の区分

非課税
限度額

片道
55km
以上

38,700
円

通勤距離
の区分

非課税
限度額

　　期間

令和8年
10月1日から
令和10年
9月30日まで
令和10年
10月1日から
令和12年
9月30日まで
令和12年
10月1日から
令和13年
9月30日まで

控除
割合

70%

50%

30%
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　政
府
は
、令
和
7
年
12
月
26
日
に
令
和
8
年
度
税
制
改
正
大
綱
を
閣
議
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　法
人
会
が
提
言
し
て
い
た
、中
小
企
業
に
対
す
る
少
額
減
価
償
却
資
産
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
は
、取
得
価
格
要
件
が

40
万
円
未
満
に
引
き
上
げ
ら
れ
、特
例
承
継
計
画
の
提
出
期
限
も
緩
和
さ
れ
ま
し
た
。イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
に
伴
う
免

税
事
業
者
や
小
規
模
事
業
者
に
対
す
る
経
過
措
置
も
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。主
な
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
少
額
減
価
償
却
資
産
の
特
例

　
中
小
企
業
者
等
の
少
額
減
価
償
却
資
産
に

つ
い
て
、減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
は
30

万
円
未
満
か
ら
40
万
円
未
満
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。

■
特
定
生
産
性
向
上
設
備
等
投
資
促
進
税
制
の

　
創
設

　
生
産
等
設
備
を
構
成
す
る
機
械
装
置
、工

具
、器
具
備
品
、建
物
、建
物
附
属
設
備
、構

築
物
及
び
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
で
、特
定
生
産
性

向
上
設
備
等
に
該
当
す
る
も
の
を
取
得
等
し

た
場
合
に
、即
時
償
却
又
は
税
額
控
除
が
選

択
適
用
で
き
ま
す
。（
※
取
得
価
額
の
合
計
が

中
小
企
業
で
5
億
円
以
上
）

■
賃
上
げ
税
制

①
大
企
業
向
け
　
令
和
8
年
3
月
31
日
で
廃

止
さ
れ
ま
す
。

②
中
堅
企
業
向
け
　
常
時
使
用
す
る
従
業

員
の
数
が
2
，0
0
0
人
以
下
で
あ
る
法
人

向
け
の
措
置
は
、
適
用
期
限
で
あ
る
令
和

９
年
３
月
31
日
で
廃
止
さ
れ
ま
す
。
令
和

８
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
９
年
３
月
31
日

ま
で
の
間
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
つ
い

て
は
、
適
用
条
件
と
な
る
継
続
雇
用
者
比

較
給
与
等
支
給
額
の
増
加
割
合
を
3
％
か

ら
4
％
に
引
上
げ
、
税
額
控
除
率
の
上
乗

せ
は
、
増
加
割
合
5
％
以
上
の
場
合
に

5
％
の
加
算
、
増
加
割
合
6
％
以
上
の
場

合
に
は
15
％
の
加
算
と
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

教
育
訓
練
費
に
係
る
上
乗
せ
措
置
は
廃
止

さ
れ
ま
す
。

③
中
小
企
業
向
け
　
教
育
訓
練
費
に
係
る
上

乗
せ
措
置
は
、
廃
止
さ
れ
ま
す
。

■
基
礎
控
除
等
の
改
正

①
基
礎
控
除
及
び
給
与
所
得
控
除

基
礎
控
除
1
0
4
万
円
と
給
与
所
得
控
除
74

万
円
を
合
わ
せ
て
、
給
与
所
得
者
で
あ
れ
ば

収
入
1
7
8
万
円
ま
で
は
、
所
得
税
が
か
か

ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
収
入
金
額
に
応
じ
た

基
礎
控
除
は
次
の
と
お
り
で
す
。

②
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
の
所
得

要
件

同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族
の
合
計
所

得
金
額
の
要
件
が
、
現
行
の
58
万
円
以
下
か

ら
62
万
円
以
下
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

③
ひ
と
り
親
控
除

ひ
と
り
親
の
生
計
を
一
に
す
る
子
の
総
所
得

金
額
等
の
合
計
額
の
要
件
が
、
現
行
の
58
万

円
以
下
か
ら
62
万
円
以
下
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。

④
勤
労
学
生
控
除

勤
労
学
生
の
合
計
所
得
金
額
要
件
が
、
現
行

の
85
万
円
以
下
か
ら
89
万
円
以
下
に
引
き
上

げ
ら
れ
ま
す
。

い
ず
れ
も
、
令
和
8
年
分
の
所
得
税
か
ら
適

用
に
な
り
ま
す
。

■
住
宅
ロ
ー
ン
減
税

　
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
に
つ
い
て
、
適
用
期
限

が
令
和
12
年
12
月
31
日
ま
で
と
5
年
間
延
長

に
な
り
ま
す
。
概
要
に
つ
い
て
は
次
の
と
お

り
で
す
。

①
認
定
住
宅
等
の
新
築

②
認
定
住
宅
等
で
あ
る
既
存
住
宅

③
買
取
再
販
住
宅
・
既
存
住
宅
の
取
得
・
住

宅
の
増
改
築

な
お
、
年
齢
40
歳
未
満
で
配
偶
者
を
有
す
る

者
、
年
齢
40
歳
以
上
で
あ
っ
て
も
年
齢
40
歳

未
満
の
配
偶
者
を
有
す
る
者
、
年
齢
19
歳
未

満
の
扶
養
親
族
を
有
す
る
者
に
は
、
借
入
限

度
額
の
上
乗
せ
措
置
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
床
面
積
が
40
㎡
以
上
50
㎡
未
満
で
あ

る
居
住
用
家
屋
に
つ
い
て
も
、
住
宅
ロ
ー
ン

減
税
の
適
用
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
控
除
期
間
の
う
ち
合
計
所
得
金
額

が
1
，0
0
0
万
円
を
超
え
る
年
に
つ
い
て

は
、
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

■
子
ど
も
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ

　
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
口
座
の
開
設
可
能
年
齢
の
下
限

が
撤
廃
さ
れ
ま
す
。
年
間
の
投
資
額
が
60
万

ま
で
、
累
計
で
6
0
0
万
円
ま
で
利
用
可
能

で
す
。
以
前
の
ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
が
18
歳

ま
で
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と

と
比
較
す
る
と
、
子
ど
も
が
12
歳
以
上
に

な
っ
た
場
合
に
、
教
育
費
な
ど
に
充
て
る
こ

と
が
可
能
で
す
。

■
暗
号
資
産
の
譲
渡
に
分
離
課
税
が
適
用

　
暗
号
資
産
取
引
業
を
行
う
者
に
対
し
て
暗

号
資
産
の
譲
渡
等
を
し
た
場
合
に
、そ
の
譲

渡
等
に
よ
る
譲
渡
所
得
等
に
つ
い
て
、他
の
所

得
と
分
離
し
て
20
％（
所
得
税
15
％
、個
人
住

民
税
５
％
）の
税
率
に
よ
り
課
税
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、譲
渡
損
失
が
生
じ
た
場
合
に
3
年
以

内
の
繰
越
控
除
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　
金
融
商
品
取
引
法
の
改
正
法
が
施
行
さ
れ

た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
１
月
１
日
以
後

に
行
わ
れ
る
暗
号
資
産
の
譲
渡
等
に
つ
い
て

適
用
さ
れ
ま
す
。

■
私
募
債
の
分
離
課
税
適
用
の
厳
格
化

　
同
族
会
社
の
役
員
等
が
、そ
の
同
族
会
社

以
外
の
法
人
が
発
行
し
た
社
債
の
利
子
で
、

実
質
的
に
そ
の
同
族
会
社
か
ら
支
払
を
受
け

る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
利
子
を
、総

合
課
税
の
対
象
と
し
ま
す
。

　
令
和
8
年
4
月
1
日
以
後
に
支
払
い
を
受

け
る
べ
き
利
子
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
ミ
ニ
マ
ム
タ
ッ
ク
ス
課
税
の
強
化

　
特
定
の
基
準
所
得
金
額
の
課
税
の
特
例
に

つ
い
て
、特
例
対
象
者
が
、個
人
で
そ
の
者
の

そ
の
年
分
の
基
準
所
得
金
額
が
3
億
3
，

0
0
0
万
円
か
ら
１
億
6
，5
0
0
万
円
を

超
え
る
者
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。さ
ら
に
、

税
率
が
22・5
％
か
ら
30
％
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。令
和
９
年
分
以
後
の
所
得
税
に
つ
い
て

適
用
さ
れ
ま
す
。

■
青
色
申
告
特
別
控
除
に
つ
い
て

　
そ
の
年
分
の
事
業
に
係
る
仕
訳
帳
及
び
総

勘
定
元
帳
に
つ
い
て
、電
子
計
算
機
を
使
用

し
て
作
成
す
る
国
税
関
係
帳
簿
書
類
の
保
存

方
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
保
存
等
を
行
っ

て
い
る
こ
と
、と
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、控

除
額
が
65
万
円
か
ら
75
万
円
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。

　
ま
た
、10
万
円
の
青
色
申
告
特
別
控
除
の

対
象
者
か
ら
、簡
易
な
簿
記
の
方
法
に
よ
り
記

録
し
て
い
る
前
々
年
の
年
収
1
，0
0
0
万

円
を
超
え
る
事
業
者
が
除
外
さ
れ
ま
す
。令

和
9
年
分
以
後
の
所
得
税
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
通
勤
の
た
め
に
自
動
車
な
ど
交
通
用
具
を
使

　
用
す
る
場
合
の
非
課
税
限
度
額

　
通
勤
距
離
が
片
道
65
㎞
以
上
の
者
の
１
月

当
た
り
の
非
課
税
限
度
額
が
次
の
よ
う
に
引

き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、一定
の
要
件
を
満
た
す
駐
車
場
等
を

利
用
し
て
い
る
場
合
の
１
月
当
た
り
の
非
課

税
限
度
額
は
、そ
の
通
勤
距
離
の
区
分
に
応

じ
た
非
課
税
限
度
額
に
１
月
当
た
り
の
当
該

駐
車
場
等
の
料
金
相
当
額（
上
限
は
5
，

0
0
0
円
）を
加
算
し
た
金
額
と
な
り
ま
す
。

■
食
事
の
支
給
に
よ
る
経
済
的
利
益

　
食
事
の
支
給
に
よ
り
受
け
る
経
済
的
利
益

に
つ
い
て
非
課
税
限
度
額
が
月
額
3
，5
0
0

円
か
ら
月
額
7
，5
0
0
円
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。ま
た
、深
夜
勤
務
に
伴
う
夜
食
の
現

物
支
給
に
代
え
て
支
給
す
る
金
銭
に
つ
い
て

非
課
税
と
さ
れ
る
１
回
の
支
給
額
が
3
0
0

円
以
下
か
ら
6
5
0
円
以
下
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。

■
教
育
資
金
の
一
括
贈
与
の
非
課
税
制
度
の
廃
止

　
1
，5
0
0
万
円
ま
で
の
教
育
資
金
の
一
括

贈
与
制
度
に
つ
い
て
、令
和
８
年
３
月
31
日
ま

で
と
さ
れ
て
い
る
取
扱
い
は
延
長
せ
ず
に
終

了
す
る
こ
と
な
り
ま
す
。

■
事
業
承
継
税
制
の
承
継
計
画
の
提
出
期
限
の

　
延
長

　
個
人
の
事
業
用
資
産
に
係
る
相
続
税・贈
与

税
の
納
税
猶
予
制
度
に
つ
い
て
、個
人
事
業
承

継
計
画
の
提
出
期
限
を
２
年
６
月
延
長
し
て
、

令
和
10
年
9
月
末
ま
で
と
な
り
ま
す
。ま
た
、

非
上
場
株
式
等
に
係
る
相
続
税・贈
与
税
の
納

税
猶
予
の
特
例
制
度
に
つ
い
て
、特
例
承
継
計

画
の
提
出
期
限
を
１
年
６
月
延
長
し
て
、令
和

9
年
9
月
末
ま
で
と
な
り
ま
す
。

■
貸
付
用
不
動
産
の
評
価

①
被
相
続
人
等
が
課
税
時
期
前
５
年
以
内
に

取
得
し
た
一
定
の
貸
付
用
不
動
産
は
、課
税
時

期
に
お
け
る
通
常
の
取
引
価
額
に
相
当
す
る

金
額
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
ま
す
。

②
不
動
産
の
小
口
化
商
品
の
対
象
と
さ
れ
て

い
る
貸
付
用
不
動
産
に
つ
い
て
は
、そ
の
取
得

の
時
期
に
か
か
わ
ら
ず
、課
税
時
期
に
お
け
る

通
常
の
取
引
価
額
に
相
当
す
る
金
額
に
よ
っ
て

評
価
さ
れ
ま
す
。

■
国
境
を
越
え
た
電
子
商
取
引

①
少
額
免
税
の
廃
止

従
来
は
1
万
円
以
下
の
貨
物
に
つ
い
て
は
、関

税
と
消
費
税
が
免
除
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、通

信
販
売
の
方
法
で
海
外
か
ら
国
内
に
宛
て
て
発

送
さ
れ
る
貨
物
に
つ
い
て
は
、1
万
円
以
下
の

譲
渡
に
つ
い
て
、消
費
税
の
課
税
対
象
に
な
り

ま
す
。

②
物
販
に
係
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
課
税
の
導
入

大
手
通
販
サ
イ
ト
な
ど
、指
定
を
受
け
た
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
介
し
て
そ
の
対
価

を
収
受
す
る
場
合
は
、プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事

業
者
が
資
産
の
譲
渡
等
を
行
っ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
ま
す
。

③
特
定
少
額
資
産
販
売
事
業
者
の
登
録
制
度

通
信
販
売
で
、海
外
か
ら
国
内
宛
に
発
送
さ
れ

る
一
の
資
産
の
対
価
の
額
が
税
抜
き
１
万
円

以
下
で
あ
る
も
の
の
譲
渡
を
行
う
事
業
者
は
、

所
轄
す
る
税
務
署
長
に
特
定
少
額
資
産
販
売

事
業
者
と
し
て
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
登
録
事
業
者
は
、事
業
者
免
税
点
制
度
が
適

用
さ
れ
ま
せ
ん
。令
和
10
年
4
月
1
日
以
後
適

用
さ
れ
ま
す
。

■
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
経
過
措
置
関
係

①
個
人
事
業
者
向
け
の
3
割
特
例

個
人
事
業
者
で
イ
ン
ボ
イ
ス
登
録
に
よ
り
事

業
者
免
税
点
制
度
を
受
け
ら
れ
な
い
令
和
９

年・令
和
10
年
に
含
ま
れ
る
各
課
税
期
間
に
つ

い
て
、仕
入
税
額
控
除
の
額
を
課
税
標
準
額
に

対
す
る
消
費
税
額
に
７
割
を
乗
じ
た
額
と
し
、

納
付
税
額
を
そ
の
課
税
標
準
額
に
対
す
る
消

費
税
額
の
３
割
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

②
イ
ン
ボ
イ
ス
が
な
い
場
合
の
経
過
措
置

イ
ン
ボ
イ
ス
が
な
い
場
合
で
も
、税
額
相
当
額

の
80
％
を
税
額
控
除
で
き
る
経
過
措
置
に
つ
い

て
、令
和
8
年
10
月
か
ら
50
％
に
変
更
さ
れ
る

予
定
で
し
た
が
、次
の
と
お
り
緩
和
さ
れ
ま
す
。

③
免
税
事
業
者
で
あ
る
一
業
者
か
ら
の
多
額

の
仕
入

一
の
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
以
外
の
者
か

ら
の
課
税
仕
入
れ
の
額
の
合
計
額
が
事
業
年

度
で
１
億
円（
現
行
10
億
円
）を
超
え
る
場
合

に
、そ
の
超
え
た
部
分
の
課
税
仕
入
れ
に
つ
い

て
、経
過
措
置
に
よ
る
課
税
仕
入
れ
を
認
め
な

い
こ
と
と
し
ま
す
。令
和
８
年
10
月
１
日
以
後

に
開
始
す
る
課
税
期
間
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
固
定
資
産
税

　
償
却
資
産
に
係
る
免
税
点
が
1
5
0
万
円

か
ら
1
8
0
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。令

和
９
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に

つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
防
衛
特
別
所
得
税

　
防
衛
特
別
所
得
税
が
創
設
さ
れ
ま
す
。納
税

義
務
者
は
所
得
税
の
納
税
義
務
者
で
す
。所
得

税
の
源
泉
徴
収
義
務
者
は
、防
衛
特
別
所
得
税

に
つ
い
て
も
徴
収
し
て
納
付
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。防
衛
特
別
所
得
税
額
は
、そ
の
年
分
の

基
準
所
得
税
額
に
１
％
の
税
率
を
乗
じ
て
計

算
し
た
金
額
と
な
り
ま
す
。防
衛
特
別
所
得
税

の
課
税
期
間
は
令
和
９
年
以
後
の
当
分
の
間

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
軽
油
取
引
税
の
暫
定
税
率

　
軽
油
引
取
税
の
暫
定
税
率
に
つ
い
て
は
、令

和
８
年
４
月
１
日
に
廃
止
さ
れ
ま
す
。

■
ふ
る
さ
と
納
税
関
係

　
ふ
る
さ
と
納
税
の
控
除
限
度
額
が
、個
人

住
民
税
所
得
割
額
の
２
割
と
1
9
3
万
円
の

い
ず
れ
か
低
い
金
額
と
な
り
ま
す
。令
和
10

年
度
分
の
個
人
住
民
税
に
つ
い
て
適
用
さ
れ

ま
す
。

法
人
税
関
係

相
続
税・贈
与
税
関
係

所
得
税・住
民
税
関
係

資
産
税
関
係

消
費
税
関
係

そ
の
他

東
京
法
人
会
連
合
会

☆
記
事
内
容
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
は…

Ｔ
Ｉ
Ｓ
税
理
士
法
人

税
理
士
　
飯
田 

聡一郎

TEL 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
９
５
８

FAX 

０
３‒

５
３
６
３‒

５
４
４
９

HP http://w
w
w
.iida-office.jp/

中
小
企
業
の
少
額
減
価
償
却
資
産
は
40
万
円
ま
で
拡
充
！

　
　
　
　
　  

　
　
　
　特
例
承
継
計
画
の
提
出
期
限
も
延
長
さ
れ
る
！

令
和
8
年
度 

税
制
改
正
大
綱

－

法
人
会
の
税
制
改
正
提
言

－

    給与収入

665万円以下

850万円以下

2,545万円以下

2,595万円以下

2,645万円以下

2,695万円以下

2,695万円超

基礎控除

104万円

67万円

62万円

48万円

32万円

16万円

－

居住年住宅の区分 借入
限度額 控除率 控除期間

令和8年
〜

令和12年

令和8年
・

令和9年

4,500
万円

3,500
万円

2,000
万円

0.7% 13年

認定住宅

ZEH水準
省エネ住宅

省エネ基準
適合住宅

居住年住宅の区分 借入
限度額 控除率 控除

期間

令和8年
〜

令和12年

3,500
万円

2,000
万円

0.7% 13年

認定住宅

ZEH水準
省エネ住宅

省エネ基準
適合住宅

居住年 借入
限度額 控除率 控除

期間

令和8年
〜

令和12年

2,000
万円 0.7% 10年

38,700円

45,700円

52,700円

59,600円

66,400円

片道55km以上
65km未満

片道65km以上
75km未満

片道75km以上
85km未満

片道85km以上
95km未満
片道95km以上

改正案現行
通勤距離
の区分

非課税
限度額

片道
55km
以上

38,700
円

通勤距離
の区分

非課税
限度額

　　期間

令和8年
10月1日から
令和10年
9月30日まで
令和10年
10月1日から
令和12年
9月30日まで
令和12年
10月1日から
令和13年
9月30日まで

控除
割合

70%

50%

30%
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荻窪法人会  会報  特集ページ

源泉部会の活動紹介
荻窪法人会源泉部会は、昭和49年
（1974年）9月に創設され、51年の
歴史を持つ伝統のある部会です。源
泉部会は、経理担当者や事務担当
者中心で構成されており、適正な源
泉徴収事務を行うための研修会、会
員相互の親睦を図り、円滑な税務
行政の確立に寄与し、企業経営の
発展を目的としています。

荻窪法人会源泉部会は、企業の経理・総務などの実務担当者を中心に構成されています。
毎年、荻窪税務署のご協力のもと開催している年末調整研修会をはじめ、年間を通じて複数
回の研修会・講習会を実施しています。
これらの活動を通じて、適正な税務処理や税知識の向上に加え、社会保険制度、人事、福利
厚生、コンプライアンスなど、企業活動に関わるさまざまな制度や法律について情報提供・情
報共有を行っています。企業実務に役立つ知識を学びながら、地域企業同士の交流を深める
場としても活動しています。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

源泉部会に未加入の企業の皆様におかれましては、是非ともこの機会に入会して
いただき、年8回の研修会を貴社にてお役立ていただけますと幸甚です。
皆様のご入会を心よりお待ち申し上げております。

源泉部会長

小竹信哉

部 会 長 あ い さ つ

入 会 を お 考 え の 皆 さ ま へ

部
会
の
活
動
内
容

G

新宿労働基準監督署の方を講師にお招き
し、労働基準法のポイント等をテーマにお
話いただきます。

労基関係研修会

昨年は国会議事堂見学と銀座でお寿司。
一昨年は東京都写真美術館を見学し、
ローリーズ・ザ・プライムリブで食事をする
等、会員同士の親睦を目的とした楽しい
研修会を企画しております。

野外研修会

総会は親会正副会長や荻窪税務署幹部
の皆様にもお越しいただき、総会および懇
親会を行っております。新年会は1月研修
会（確定申告書の作り方）を実施した後、
懇親会を開催しております。

総会や新年会

社会保険労務士の方を講師にお招きし、
研修会を実施しております。

社会保険労務に関する研修会

簡単な税金クイズを実施後、会員交流を
目的とした忘年会を行っております。

1 2月研修会・忘年会

年末調整のしかたや法定調書の作成と留
意点について、荻窪税務署の担当官の方
にご講義いただける研修会です。

年末調整研修会

入会方法等は法人会事務局までお問い合わせください。
公益社団法人 荻窪法人会
〒167-0032 東京都杉並区天沼3-7-3
TEL：03-3392-1338　ホームページ：https://www.ogikubohojinkai.jp/  　18
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支部・ブロック・委員会・部会からの報告
研修委員会

オンライン（Zoom）研修会 研修委員会

オンライン研修会に50名参加　中小企業におけるAI活用を解説

　研修委員会主催のオンライン（Zoom）研修会が、令和
8年2月13日（金）に開催されました。参加者は、オンライン

（Zoom）も含め50名と多くの方にご参加いただきました。
　今回は、荻窪法人会会長であり株式会社AI研究所 代表
取締役の柴田 豊幸 様をお迎えし「中小企業におけるAIの具
体的活用」をテーマにお話いただきました。AI研究所の立ち
上げのお話からAIの具体的な使い方（実際にAIで作成した
イラストのご紹介）等を分かりやすく、ご説明いただきました。
参加した皆様は興味深く聞いていらっしゃいました。
　今回開催されたオンライン（Zoom）研修会は、法人会HP

「オンラインセミナー」でご視聴いただけます。ご興味がござ
いましたら、是非ご視聴ください。

厚生事業委員会

令和7年度 健康セミナー 厚生事業委員会

HAL体験講習会

　令和8年2月18日（水）午後6時から厚生事業委員会主催「令和7年度 健
康セミナー」がワイム貸会議室RoomBに於いて23名の参加で開催されました。
　今回のテーマは「HAL体験講習会」という事で、鈴鹿ロボケアセンター セン
ター長の竹腰様とつくばロボケアセンター センター長の加曾利様を講師にお迎
えし、研修会を行っていただきました。
　装着型サイボーグHALは脳からの信号でタイムラグなく体を動かすことがで
き、無駄な力を使わずに、必要な所だけ使う事ができるそうです。装着した後に
体が動かし方を覚えていて、体の使い方が楽になるそうです。HALには3種類
①下肢タイプ（歩行をアシスト）、②単関節タイプ（肘や膝の曲げ伸ばしをアシ
スト）、③腰タイプ（立ち座りなどの体幹運動をアシスト）があります。実際に参加者の方々にも体験いただき、身体の使い方が楽に感じられたと
いうお声もあり、有意義な研修会となりました。

源泉部会

社会保険労務に関する研修会 源泉部会

「わかった！」で安心！育児休業制度の基礎から最新法改正＆手続きの実務

令和8年2月26日（木）午後2時～源泉部会主催「社会保険労務に関する研修会」が法人会2階会議室
12名、オンライン（Zoom）9名の参加で開催されました。
講師はどんぐり社労士事務所の新井様をお迎えし、『「わかった！」で安心！育児休業制度の基礎から最新法

改正＆手続きの実務』についてお話いただきました。育児休業制度の基礎、妊娠・出産・育児中の経済的支
援や制度等についてお話いただきましたが、提出書類が社会保険や雇用保険でそれぞれ管轄も違い、申請や
提出先が異なる等、とても勉強になりました。また、妊娠報告書のサンプルや出産関係手続管理表のサンプル
等もご提示いただき、大変参考になりました。
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支部・ブロック・委員会・部会からの報告

厚生事業委員会

日帰りバス研修会 厚生事業委員会

日帰りバス研修会に78名参加　三島・富士山・いちご狩りを満喫

　令和8年3月5日（木）に
厚生事業委員会主催の「日
帰りバス研修会」が78名の
参加で開催されました。
　朝8時に杉並公会堂を出
発し、荻窪から東名高速ま
で90分かかるという渋滞に
はまりますが、東名高速に
乗ってからはスムーズに進
み、海老名サービスエリアで
休憩。皆様メロンパン等を
買っていました。その後、時
間の関係上JAへの立ち寄
りはスキップし、三嶋大社
へ。三嶋大社は令和の大修
理という事で、本殿は修理
中でしたが、お天気にも恵ま
れ、境内は雰囲気も良く、空
気も気持ちよく、宝物殿も見
学しました。その後、うなぎ割
烹御殿川でうな重、お刺身、
肝吸いや茶碗蒸しの豪華な
お昼をいただきました。うな
重がとっても美味しかったで
す。お天気もとても良かった
ので終始綺麗な富士山を見
ることができ、最高でした。昼
食から15分後、いちご狩り
へ。大きく甘いいちごはパク

パクと食べる事ができ、今年は41個しか食べられませんでしたが、多い方で60個食べていらっしゃいました！素晴らしい。最後に、竜宮海鮮市場
でお買物を楽しみ、荻窪駅へと戻ってまいりました。皆さまと交流も深める事のできる楽しい研修会となりました。

女性部会

楽しい研修会 女性部会

フラワーアレンジメント教室

令和8年2月27日（金）午
後2時～女性部会主催「楽
しい研修会」が法人会2階
会議室において9名の参加
で開催されました。
講師はフラワー工房メ

イフラワーの池田様をお
迎えし、「フラワーアレン
ジメント教室」を行いま
した。ひな祭りも近いこと

から、桃の花、アイリス、バラやミモザ等、春らしい華
やかで優しい色合いのお花をご用意いただき、実際に生
けました。面白いもので、生け花はとても個性が出るな
～と感心しました。先生の指示のもと同じように花を生
けているのに、できあがりは皆様まるで違うという驚き
を体験する事ができました。池田様のお花屋さんとして
の成り立ちやお仕事内容のお話も大変興味深く伺う事が
でき、とても有意義で楽しい研修会となりました。
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支部・ブロック・委員会・部会からの報告
第1ブロック

第1ブロックお花見の会 第1ブロック

天候に恵まれ2年ぶりの開催実現

第3ブロック

第3ブロック・支部合同花見大会 第3ブロック

満開の桜の下で花見大会開催　春のひとときを満喫

第4ブロック

第4ブロックお花見の会 第4ブロック 幹事 鎌田健二

雨予報を吹っ飛ばせるかな？

令和8年3月28日（土）井草森公園に於いて「第1ブロックお花見の
会」が30名の参加で開催されました。
過去2年間は雨でお弁当だけお渡しし、お花見ができていませんでした

ので、今年の天気も心配しておりましたが、無事にお天気にも恵まれ、お
花見をする事ができました。井草森公園の桜は五分咲き程度で、天気も良
く、豪華な木曽路のお弁当をいただきながら、皆様と楽しい時間を過ごす
ことができました。

令和8年3月29日（日）善福寺公園に於いて「第3ブ
ロック・支部合同花見大会」が18名の参加で開催されま
した。

今年は桜が満開でとても綺麗に咲き、天気も良く、半そ
ででも気持ちよく過ごせるくらいの気温でした。綺麗な桜を
見ながら楽しい一時となりました。

令和8年3月28日（土）、不安な天気予報でしたが、まさにお花見日和。桜が咲きほこっています。
参加者は60名超え。小島副ブロック長の進行でスタートしました。中川ブロック長のご挨拶に続いて、会場を提供いただいた秦幹事から乾杯の

ご発声。お花見の会がスタートしました。
初めてのケータリング業者さんですが、素晴らしい内容、品ぞろえ、サービスでした。特に牛ステーキは本当に美味しくて柔らかくて最高！皆様か

らも差入れが多く、ダンゴ、キュウリの漬物、紹興酒、コーヒー、焼酎等々。協賛金のご支援をいただいた方もいらっしゃいました。さらに、西武
信金の皆様が焼鳥を焼いてくださり大人気。皆様、ありがとうございました。
話の輪が広がり、咲き誇る桜と散策する人々が、お花見気分を盛り上げていました。
紛争や恐ろしい事件が続き、気が滅入ります。
皆様とご一緒することで晴れ晴れとした気持ちになれ、来年もこんな楽しい時間をご一緒したいと思っております。ありがとうございました。
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